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「  県民  」 ： 神奈川県で活動する者すべてを含む総称とし、住民、勤務者、法人、団体を含みます。
（なお、一人ひとりの個人や住民の活動に着目する場合は、「県民」を個人の意味で用い、「県民、
企業」などと列記します。）

「　県　」 ：行政としての神奈川県を指します。

「神奈川」：行政だけではなく、県民や県土などを含む県全体を指します。

この冊子では、「県民」、「県」及び「神奈川」を次の意味で使用しています。
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2019（令和元）年12月に最初の症例が確認されて以
降、瞬く間に世界に広がった新型コロナウイルス感染
症の影響は、県民生活の様々な場面に及び、くらしの
不安を浮き彫りにしました。
県は、これまでも見据えてきた超高齢社会や本格的な
人口減少社会への対応に加え、こうした感染症の拡大
や自然災害、国際情勢の不安定化などの不確実性の
高まり、デジタル化の加速、そして世界的な脱炭素化
の潮流など、様々な変化や課題に対応すべく、政策を
着実に推進するための総合計画「新かながわグランド
デザイン」を新たに策定することとしました。策定に当
たっては、県民や団体、市町村などの皆様からいただ
いたご意見を反映させながら、総合計画審議会でご審
議を頂き、策定作業を進めてまいりました。
そしてこのたび、令和6年第1回神奈川県議会定例会
で「基本構想」についてご議決を頂き、「新かながわグ
ランドデザイン」の「基本構想」及び「実施計画」を策
定しました。
この「基本構想」では、「いのち輝くマグネット神奈川」
の実現をめざし、2040（令和22）年を展望した神奈川
の将来像や県の政策の基本方向をお示ししています。
神奈川には、国際性豊かな大都市や歴史・文化に彩
られた観光地があります。また、丹沢大山のやまなみ
や湘南の海など、くらしと調和する多彩な自然にも恵
まれ、それぞれの地域が個性と魅力にあふれています。
さらには、世界に誇れる優れた産業や技術、それらを
支える県民一人ひとりの力があります。
県民の皆様と計画の理念や目的を共有しながら、神奈
川の多様な主体の力を結集し、「誰もが安心してくらせ
る　やさしい神奈川」、「誰もが自らの力を発揮して活
躍できる神奈川」「変化に対応し　持続的に発展する
神奈川」を共にめざしてまいります。
今後とも、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和6年3月

県民の皆様へ
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県では、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画として、2012(平成24)年に「かなが
わグランドデザイン基本構想」を策定し、神奈川の人口が減少に転じていることが予測され
る2025(令和7)年を見据え、基本理念である「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向け
て、超高齢社会や将来到来する人口減少社会をはじめとする様々な課題への対応を着実に進
めてきました。

そうした中、今日では、神奈川においても明らかに人口減少局面に入り、超高齢社会や本格
的な人口減少社会など予測していた社会が現実のものとして到来しています。さらに、世界
中に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症の感染拡大や国際情勢の不安定化な
ど、予測し得なかった事態にも直面し、神奈川をとりまく社会環境は大きく変化しています。

今後、2040(令和22)年頃には団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となり、神奈川の高齢
者数と高齢化率はともにピークを迎え、さらには神奈川の総人口は900万人を下回り、これ
まで見据えてきた課題がより一層鮮明化していくことが予測されます。

未来の姿をつぶさに見通すことは難しくなっていますが、想定し得ない事態が生じた場合で
も、その影響を最小限に抑えることが求められます。例えば、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大下では、経済的困窮や社会的孤立などに陥るリスクが急速に顕在化し、より深刻な
課題として再認識されました。将来の不確実性が高まる中、これらのような社会に潜在する
課題をあらかじめ浮き彫りにしていくことが重要です。そのためにも、できる限り将来の展
望や課題を明らかにし、長期的なビジョンを県民と共有する必要があります。

こうしたことから、これまで掲げてきた「いのち輝くマグネット神奈川」の理念を継承し、
2025(令和7)年よりもさらに先を見据えて「かながわグランドデザイン基本構想」を見直し、

「新かながわグランドデザイン基本構想」として取りまとめました。

本計画は、神奈川県自治基本条例第20条に規定する「総合計画」として、県政運営の総合的・
基本的指針を示すものです。

１ 策定の趣旨

策定に当たって

３ 計画の構成

２ 計画の位置付け

１　目標年次 2040（令和22）年

２　基本理念 「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する
３　神奈川の将来像

(1) 誰もが安心してくらせる　やさしい神奈川
(2) 誰もが自らの力を発揮して活躍できる神奈川
(3) 変化に対応し　持続的に発展する神奈川

第 1 章　基本目標

Ⅰ　予測される将来の変化
１ 人口・世帯
２ 社会・経済
３ 自然・環境

Ⅱ　不確実性とくらしの不安
１ くらしをとりまく問題
２ 自然の脅威

神奈川をとりまく社会環境

第 3 章　基本構想の見直し

１　2040年に向けた政策の基本方向
(1)  将来に希望の持てる社会をつくります
(2)  国内外から選ばれ　持続的に発展する都市をつくります
(3)  地球規模の課題に対して役割を果たします
(4)  誰もが自分らしく生きられる社会をつくります
(5)  安全・安心で持続可能な社会をつくります
(6)  多様な担い手との協働・連携を強化します
(7)  市町村との協調・連携のもと　広域自治体の責任と役割を果たします

第 2 章　政策の基本方向

２　政策分野別の基本方向
(1)  子ども・若者・教育
(2)  健康・福祉
(3)  産業・労働
(4)  環境・エネルギー
(5)  共生・県民生活
(6)  危機管理・くらしの安心
(7)  県土・まちづくり

３　地域づくりの基本方向
川崎・横浜地域圏
三浦半島地域圏
県央地域圏
湘南地域圏
県西地域圏
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首都圏は、我が国の政治、経済、文化等の様々な活動の中心的役割を担うとともに、約4,500
万人の人々が居住する生活の場となっており、我が国を牽引し、活力を創出する地域として
発展してきました。

首都圏の中で自立性の高い都市拠点を有する神奈川は、業務、商業、居住など様々な機能を
担っており、神奈川ならではの特色や強みを生かしながら、首都圏の活力創出において重要
な役割を果たしてきました。

高度経済成長期において、京浜工業地帯をはじめとする県内工業の発展は、県民の所得と福
祉の向上に大きく貢献する一方で、人口の過密化や環境汚染などの問題を引き起こしました。
そうした中、神奈川は首都機能の一翼を担いながら、県民生活に大きな問題をもたらす急激
な人口増加などに対応するため、人口の流入抑制や土地利用規制の強化など県土の適正利用
の取組により、豊かな自然環境や生活環境の確保に努めてきました。

石油危機を契機として我が国が低成長期を迎えると、神奈川では重化学工業中心の産業構造
から、頭脳型・高付加価値型への転換を進め、現在にもつながる産業基盤の基礎を築くなど、
先駆けて時代の変化をとらえてきました。

また、環境問題が都市・生活型から地球温暖化など地球規模の問題にまで拡大する中で、地
域からの地球環境保全への貢献を進めるとともに、一層複雑化・多様化する地域課題を解決
するため、多様な主体による協働型社会づくりに取り組んできました。

そして、今日においては超高齢社会や人口減少社会を乗り越えるため、これまでの政策の蓄
積を生かし、国家戦略特区をはじめとする特区制度などを活用した様々な先進的取組を展開
しています。

このように、課題先進県である神奈川は、時代の節目ごとにめざすべき将来の姿を考え、常
に新たな時代を切り拓く姿勢を大切にしてきました。

神奈川は、約920万の人口を擁し、開港以来、世界に開かれた日本の窓として、時代を先導
するとともに、力強い経済力を持って、我が国の発展を支えてきた地域です。

(1) 時代を切り拓いてきた神奈川 （2）神奈川の特色や強み

●世界に開かれ、首都圏を支えてきた個性豊かな神奈川

●先進性を持って時代を切り拓いてきた神奈川

４ 神奈川の姿

世界に開かれ、首都圏を支えてきた神奈川は、常に新しい時代を切り拓いてきた進取の精神
をはじめ、多彩で優れた魅力を有しています。これらは自然や歴史・文化、そして神奈川に
働き、学び、くらし、活動する人々によって培われてきたものです。

国際貿易港である横浜港、川崎港、横須賀港を擁し、
羽田空港とも多摩川スカイブリッジなどで結ばれて
いる神奈川は、アジア、そして世界に開かれた国際
交流拠点としての役割を果たしています。

神奈川は首都圏の広域的な道路網や鉄道網をはじめ、
都市間連携を円滑にする様々なネットワークが形成
されており、県内における交流や首都圏、全国との
交流も活発に行われています。さらに、首都圏と中
部圏、関西圏を結ぶリニア中央新幹線が全線開通す
ると、人口7,000万人規模の広域経済圏が形成され、
新駅が設置される神奈川のさらなる魅力やポテン
シャルの向上につながることが期待されます。

●国際交流拠点

●充実した交通ネットワーク

世界と日本各地をつなぐ交流拠点

羽田空港
川崎市 提供

美しいなぎさを持つ相模湾、みどり豊かな丹沢大山
などのやまなみ、県民の貴重な水源であるやまなみ
五湖など多彩な自然がくらしと調和しています。

●多彩な自然環境

くらしと調和する多彩な自然・文化

宮ヶ瀬湖

高速横浜環状南線
栄インターチェンジ・ジャンクション
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全国第2位となる約920万の人口を擁する神奈川は、
首都東京と隣接し利便性が高いだけでなく、我が国
の発展を牽引する産業・研究機関等の集積を背景に、
多様な人材の活動拠点となっています。

保健・医療・福祉や子どもの健全育成、社会教育な
どの様々な分野で、先駆性や専門性、行動力といっ
た特性を持つNPOやボランティアなどによる多彩な
活動が展開され、多くの県民が意欲を持って参加し、
相互のネットワークの形成が進んでいます。

我が国の文明開化の発祥の地である神奈川は、これ
までも、世界に開かれた窓として、世界と日本を結
ぶ重要な役割を担い、様々な分野における交流を通
じて、豊かな国際性を育んできました。現在、176の
国と地域の外国籍県民約24万人が生活する国際性豊
かな地域となっています。

●集まる人材

●多彩な県民活動

●豊かな国際性

技術サポートの様子

こどもホスピス（NPOの取組）

かながわ国際ファンクラブ

集い活躍する多彩な人材

神奈川の県内総生産は、35兆2,054億円（2019年度）
で、デンマークの国内総生産に匹敵し、一国の経済
に肩を並べる高い経済力を有しています。

京浜臨海部や県央・湘南地域を中心に、自動車など
の輸送用機械をはじめとする製造業の生産拠点が集
積し、工業製造品出荷額等は、愛知県に次ぐ全国第
2位となっています。また、学術・研究機関（民営）
の数も全国第2位と、企業の研究機関や大学などが
数多く立地しており、技術開発における高いポテン
シャルを有しています。

●高い経済力

●基幹産業
工場夜景
(一社)川崎市観光協会 提供

輸送機の生産
いすゞ自動車（株） 提供

産業の集積がもたらす高い経済力
歴史の舞台となった武家政権誕生の地・鎌倉、北条
氏の城下町・小田原、近代日本開国の地・横浜など
各地域で育まれた様々な伝統や文化は、まちへの誇
りやにぎわいを生み出す源泉となっています。

●歴史と文化

相模人形芝居
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基本構想の見直しの主な内容

神奈川の将来像基本構想の見直しの視点

あらかじめ社会に潜在する課題を
浮き彫りにすることが必要

●くらしをとりまく不確実性

社会や地域を支える担い手の不足
などの懸念

●少子高齢化・人口減少

デジタル化の加速や脱炭素化の潮
流など時代の激しい変動

●まちや産業をとりまく変化

誰もが安心してくらせる
やさしい神奈川

誰もが自らの力を発揮して
活躍できる神奈川

変化に対応し
持続的に発展する神奈川

目標年次 2040（令和22）年

※目標年次は、2025年から2040年に変更。
　基本理念は、「かながわグランドデザイン基本構想」から継承。

基本理念 「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する

2040年に向けた政策の基本方向

将来に希望の持てる社会をつくります

国内外から選ばれ　持続的に発展する都市をつくります

地球規模の課題に対して役割を果たします

誰もが自分らしく生きられる社会をつくります

安全・安心で持続可能な社会をつくります

多様な担い手との協働・連携を強化します

市町村との協調・連携のもと　広域自治体の責任と役割を果たします

神奈川をとりまく社会環境の変化を踏まえ、次のような視点を持って、2040（令和22）年
の将来像に向けた政策の方向性を整理しました。

５ 基本構想の見直しの視点

世界中に影響を与えた新型コロナウイルス感染症は、我が国では、海外から神奈川に寄港した大型客船
内で多数の患者が発生したことで注目を集めました。グローバル化が進展した現代は、そうした新興感
染症が感染拡大するリスクが高く、また国際情勢の影響を非常に受けやすい状況となっています。新型
コロナウイルス感染症の感染拡大や国際情勢の不安定化などの危機に直面したことで、危機管理上の課
題や海外依存の経済をめぐる課題、社会的孤立などくらしをとりまく課題が浮き彫りとなりました。

このように、予測が難しく先の見えない時代にあって、あらかじめ社会に潜在する課題を浮き彫りにし、
想定し得ない事態が生じた際の影響を最小限に抑えていくことが求められています。

誰もが安心してくらせる　やさしい神奈川神奈川の将来像（1）

くらしをとりまく不確実性への対応

2008年に我が国が人口減少に転じて以降も、神奈川の総人口は一貫して増え続けてきましたが、2021年
10月に統計開始以降初めて前年同月と比べて減少に転じてから同様の傾向が続いており、神奈川も明ら
かに人口減少局面に入りました。その主な要因は、出生者数の減少と高齢化に伴う死亡者数の増加です。
今後、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040（令和22）年頃に向けて、さらなる高齢化の進行が見込
まれます。

このように、少子高齢化が進み、神奈川でも本格的な人口減少社会など予測していた社会が現実のもの
として到来する中、くらしや経済活動を支えてきた社会のしくみや基盤の維持が困難となっていくため、
子育て支援や人を呼び込む地域づくりなど人口減少を少しでも緩和するための取組とともに、将来の人
口構造を踏まえた社会づくりが求められています。

誰もが自らの力を発揮して活躍できる神奈川神奈川の将来像（2）

少子高齢化・人口減少への対応

産業の発展とともに、ヒト・モノ・カネ、そして情報の動きが速まる中、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大をきっかけとして、社会全体でデジタル化が加速しました。同時に価値観やライフスタイルの多
様化も進み、空間のゆとりや豊かな自然の魅力が見直されるなど、神奈川にも様々な好機が訪れています。
また、近年、世界では異常気象が頻発し、我が国においても記録的な大雨が発生しており、2019年に発
生した台風第15号及び第19号は県内各地に甚大な被害をもたらしました。こうした異常気象の要因とし
て地球温暖化の影響が指摘される中、環境と経済が調和する持続可能な社会の実現が世界全体の課題と
なっています。

このように、デジタル化、グローバル化など時代が激しく変動し、脱炭素化への対応も迫られる中、将
来を見据えた、まちの創造や社会のしくみの構築が求められています。

変化に対応し　持続的に発展する神奈川神奈川の将来像（3）

まちや産業をとりまく変化への対応
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2040（令和22）年を展望し、県政の基本理念と、

その基本理念のもとに実現をめざす神奈川の将

来像を「基本目標」としてまとめました。基本目標

第 1 章
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１ 目標年次 ３ 神奈川の将来像

２ 基本理念

第１章　基本目標

2040(令和22)年

「いのち輝くマグネット神奈川」とは、県民が生きている喜びを実感し、生まれてよかった、
長生きしてよかったと思えること、人やものを引きつけるマグネットの力を持ち、住んで
みたい、何度も訪れてみたい、つながってみたいと思える魅力にあふれているということ
です。

県民一人ひとりのいのちを輝かせるとともに、人やものを引きつける魅力を持った神奈川
の実現をめざしていきます。

「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する

基本理念のもとに、2040（令和22）年を展望し、誰もが安心してくらし、また誰もが
自らの力を発揮して活躍し、そして持続的に発展する神奈川の実現を、県民や企業、
NPO、大学、団体、行政など多様な強みを持つ主体の力を結集して共にめざします。

神奈川の多彩な魅力に共感する県民の気持ちを大切にしながら、まちのビジョンや
政策を共に創り、人を引きつける、魅力あるまちづくりを共に進め、様々な変化に
も神奈川全体が柔軟に対応できる「変化に対応し　持続的に発展する神奈川」の実
現をめざします。

(3) 変化に対応し　持続的に発展する神奈川

「まち・産業」の観点

誰もが元気で長生きでき、年齢や性別、障がいの状態、国籍などにかかわらず、誰
もが自分らしく社会づくりにかかわることができる環境づくりを共に進め、「誰も
が自らの力を発揮して活躍できる神奈川」の実現をめざします。

(2) 誰もが自らの力を発揮して活躍できる神奈川

「ひと」の観点

社会に潜在する様々な課題を、多彩な人材が集まる神奈川ならではの支え合いに
よって克服することで、県民の抱える不安を解消し、「誰もが安心してくらせる　や
さしい神奈川」の実現をめざします。

(1) 誰もが安心してくらせる　やさしい神奈川

「くらし」の観点
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政策の
基本方向

第 2 章

2040年に向けた政策の基本方向、政策分野別の

基本方向及び地域づくりの基本方向を「政策の

基本方向」としてまとめました。
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第２章　政策の基本方向

１ 2040年に向けた政策の基本方向
我が国では平均寿命が延び、本格的な人生100歳時代の到来が予想されます。定年退職後
が「余生」と呼ばれた時代から超長寿の時代に向けて急速に社会が変遷し、価値観やライ
フスタイルの多様化が進む中、すべての世代の人たちが生涯にわたり生き生きとくらせる
環境づくりが求められています。

そこで、誰もが文化芸術活動やスポーツに多様な形で親しみ、人々との交流を通じて心豊
かにくらすことができるよう、様々な場や機会の創出をめざします。また、働き方やキャ
リア形成の多様化を後押しし、誰もが生涯の生活設計に多様な選択肢を持ち、生き生きと
活躍できる社会づくりをめざします。

（人生100歳時代）

基本目標の実現に向けて、神奈川をとりまく社会環境を踏まえ、県の政策がめざすべき方
向性をまとめました。

人口減少が進行する中、人口・経済の密度が低下し、地域の活力や都市機能が失われてい
くことが懸念されます。他方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけとして、
豊かな自然環境や空間のゆとり、地域固有のコミュニティなどの魅力が見直されました。
本格化する人口減少社会を乗り越えるためにも、そうした多様な魅力を生かした地域づく
りが求められています。

そこで、それぞれの地域の特性を生かした様々な取組により、人の流れをつくることで、
にぎわいを創出するとともに、多様な主体が地域に誇りを持って活躍し、豊かさを実感で
きるまちづくりをめざします。また、地域の活性化につながる交通利便性の向上の取組な
ど、都市づくりの観点からも地域課題の解決をめざします。

少子高齢化の深刻化とともに、多数の現役世代で高齢者を支えてきた医療・介護サービス
の持続可能性や、次世代の担い手である子ども・若者が抱える生きづらさや将来への不安
など、様々な課題が顕在化しています。そうした中、将来にわたって子どもから高齢者ま
ですべての世代の人たちが希望を持つことができる社会づくりが求められています。

そこで、若い世代が未来に希望を持ち、希望する人数の子どもを生み育てることができる
よう、当事者である若い世代や子どもの目線を大切にしながら、経済的な負担や社会的な
障壁の緩和をめざすとともに、神奈川の未来を担うすべての子どもたちが安心して快適に
学び、自分らしく生きる力を高められる環境づくりをめざします。また、未病改善の取組
により、いくつになっても元気に生き生きとくらせる社会をめざすとともに、医療・介護
の将来の需要やテクノロジーなどの変化に対応し、誰もが住み慣れた地域で安心して生活
し続けることができる持続可能な医療・介護の基盤の構築をめざします。

（人口減少社会）

（少子高齢社会）

(1) 将来に希望の持てる社会をつくります
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第２章　政策の基本方向 １ 2040年に向けた政策の基本方向

(3) 地球規模の課題に対して役割を果たします(2) 国内外から選ばれ　持続的に発展する都市をつくります

近年、人間活動に起因する地球温暖化により、異常気象、生態系への影響、食料生産や健
康など、人間への影響が既に現れており、今後、温暖化が進むと、さらに深刻な影響が及
ぶと予測されています。こうした状況に歯止めを掛けるため、世界全体で温室効果ガス排
出量を削減していくことが必要であり、我が国においても「2050（令和32）年までの脱炭
素社会の実現」が国全体の目標として掲げられました。また、国は、気候変動と密接にか
かわりのある生物多様性の損失についても、あわせて解決していく必要があるとしていま
す。加えて、長らく「大量生産・大量消費・大量廃棄」が前提とされてきた社会は、資源
の制約や海洋汚染などに直面しています。こうした環境問題がいのちやくらしに影響する
ことをあらゆる主体が意識し、世界全体の課題として対応することが求められています。

そこで、脱炭素社会、循環型社会の実現及び生物多様性の保全に向けて、各主体が課題を
「自分事化」し、それぞれの役割を踏まえて取組を進められるよう、県が取組を後押しする
とともに、県自らも率先実行に取り組むことで、環境と経済が調和する持続可能な社会の
実現に貢献します。

世界ではヒト・モノ・カネなどをめぐる国際競争が激化しています。工業製品等の貿易を
はじめ世界との結びつきによって成長してきた我が国の経済は、激しさを増す国際競争や
世界的な産業構造の転換期を乗り越え、持続的に発展していくための変化が必要となって
います。そのためにも、長年続いてきたデフレマインドを転換し、経済や社会の好循環を
実現することが求められています。

そこで、県内経済の成長を牽引することが期待される産業の集積や新たなビジネスの創造
を促進するため、国内外から選ばれる魅力的なビジネス環境の構築をめざすとともに、経
済発展の屋台骨である中小企業が稼ぐ力を高め、持続的に成長できる環境づくりをめざし
ます。また、安全・安心な食料等を安定的に生産する持続可能な農林水産業の実現をめざ
します。

産業の発展とともに、ヒト・モノ・カネ、そして情報の動きが速まる中、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大をきっかけとして、社会全体でデジタル化が加速しました。くらし
の様々な物理的・地理的な制約がなくなりつつある中、こうした機会をとらえ、従来の発
想では解決できなかった課題に対応することが求められています。

そこで、県民のくらしを豊かにする新しいライフスタイルなどを展望しながら、AIやロボッ
トなど最先端のテクノロジーの開発・実用化による新たな価値の創造を後押しし、そうし
たイノベーションにより、あらゆる分野の課題解決をめざします。また、誰もが安心して
デジタル化の恩恵を受けることのできる社会の実現をめざします。

我が国の就業者数は、女性や高齢者の就業率の上昇を受けて1990年代後半の水準を維持し
てきましたが、生産年齢人口の減少が続く中、医療・福祉分野をはじめ様々な業種において
人手不足の課題が顕在化しています。神奈川においても、生産年齢人口の減少が長期的に続
くことが予測されており、労働力不足の深刻化への対応が求められています。

そこで、若年者や中高年齢者、女性、障がい者、外国人等の多様なニーズに対応した就業
支援や企業等における働きやすい職場づくり、デジタル技術を活用した生産性向上への支
援などにより、一人ひとりが輝きながら働ける、持続的な県内経済の発展をめざします。

2015（平成27）年に国連サミットが全会一致で採択したSDGsの普及やサステナビリティ
を理念とするESG投資の拡大への期待が高まっています。我が国の企業も短期的な利益の
追求だけでなく、持続可能な成長に向けた社会的価値を生み出すことへの意欲が高まって
おり、そうした変化を社会へ大きく波及させることで、ウェルビーイングを実感できる豊
かな社会を形成していくことが求められています。

そこで、国際社会が共有する様々な課題について、県として果たすべき役割や使命を実行
します。また、県民や企業、NPO、大学、団体、行政などが共に行動できるように、社会
課題の共有や社会的投融資の促進などに取り組み、一人ひとりが豊かさを感じられる持続
可能な社会の実現に貢献します。

（地球環境問題）（国際競争下での世界との結びつき）

（デジタル技術の進展による地域・社会の変化）

（労働力不足の深刻化）

（国際社会が共有する様々な課題）
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第２章　政策の基本方向 １ 2040年に向けた政策の基本方向

(4) 誰もが自分らしく生きられる社会をつくります (5) 安全・安心で持続可能な社会をつくります

新興感染症の脅威や不安定な国際情勢など神奈川をとりまく環境は不確実性が高まってい
ます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会的・経済的影響がすべての県民に
及ぶ中、特に社会的に弱い立場の方々のくらしにより大きな影響が及ぶことが浮き彫りと
なりました。こうした想定し得ない事態が生じた場合でも、県民のくらしへの影響を最小
限に抑えるための備えが求められています。

そこで、多様な担い手と連携し、声を上げることが難しい子ども・若者や、困窮に陥りや
すいひとり親家庭、困難な問題を抱える女性、孤独・孤立に悩む方など、生きづらさやく
らしにくさを抱える人たちへの支援の輪を広げることで、「見えない困窮」にも早期に対応
し、誰もが生まれ育った環境に左右されず、自分らしく生きられる社会づくりをめざします。

近年、首都直下地震や集中豪雨等の自然災害の発生、不安定な国際情勢を背景とする有事
などの懸念に加え、新興感染症の感染拡大が将来にわたり何度も発生する可能性が指摘さ
れています。そうした不確実性に耐え得る危機管理体制の構築とともに、日常的に起こり
得るサイバー犯罪や特殊詐欺など社会環境の変化に伴う犯罪の発生等からいのちやくらし
を守る基本的な安全・安心の確保が求められています。

そこで、県民一人ひとりに地域の災害リスクや避難時の行動、地域における助け合いにつ
いての理解の浸透を図るとともに、あらゆる災害に対応するための応急体制の強化や、被
害に遭ったとしても早期に自立して生活再建できる災害に強い都市づくりをめざします。
また、新興感染症の感染拡大に備え、平常時から市町村や関係団体等との連携体制の強化
をめざします。さらに、犯罪や消費者トラブルに遭われた方に対する相談体制を強化する
とともに、複雑化・多様化する犯罪等にも対応し、地域も一体となった県民の安全・安心
を守る体制づくりの一層の推進をめざします。

神奈川をはじめ我が国においては、高度経済成長期を中心に整備されてきた都市基盤や建
築物といった既存ストックの老朽化が進んでいます。また、災害に備えて、ヒトやモノ、
情報の流れを支えるネットワークの整備・維持が重要となっています。限られた財源で、
災害に備えた都市基盤の整備やインフラの健全性を保つための効率的な維持管理が求めら
れています。

そこで、将来の人口構成や世帯構成を見据え、地域の実情に応じた市街地の再生や都市機
能の集約化とともに、インフラの戦略的なメンテナンスによるトータルコストの中長期的
な縮減・平準化をめざします。また、ヒト・モノ・情報をめぐる首都圏や国内他地域、国
外とのネットワークの充実・強化を推進し、インフラの持続性と強靭化の両立をめざします。

人と人とが互いに理解し合い、互いの人権を尊重することが、価値観が多様化する現代社
会を生きるうえで重要となっています。そうした中で、ジェンダー平等の実現など、性別※

や国籍、障がいの状態などを理由とする偏見や差別・排除のない、誰もが多様な個性を発
揮し、互いに尊重し合える社会の実現が求められています。

そこで、ともに生きる社会の実現をめざし、多様な個性を尊重することの重要性を広く浸
透させるとともに、当事者目線に立って課題を共有しながら、地域や社会に潜在する様々
な障壁を取り除き、希望する誰もが個性や可能性を生かして自分らしく社会参加し、お互
いに支え合いながら活躍できる地域社会をつくります。

※「性別」には、男女に限らず、すべての性自認を含みます。

（社会的孤立や生活への不安） （くらしをとりまくリスクや潜在的課題）

（都市基盤や情報ネットワークの強靭化）

（ともに生きる社会）
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第２章　政策の基本方向 １ 2040年に向けた政策の基本方向

(6) 多様な担い手との協働・連携を強化します (7)  市町村との協調・連携のもと　広域自治体の責任と
役割を果たします

少子高齢化と人口減少が進み、行政も含めて人材不足が懸念される一方で、社会課題は一
層複雑化・多様化しています。こうしたことから、多様な主体がそれぞれの強みを生かし
た協働・連携を進めていくことが求められています。

そこで、社会課題の解決やサービスの担い手としてますます重要性が高まるNPOや企業、
大学、団体等と、対等なパートナーとしてめざすべき方向性や問題意識を共有し、政策形
成の早い段階から対話を重ねるなど、複雑化・多様化する様々な課題に共に向き合って協
働・連携を推進することで、持続可能な神奈川を共に創り上げていきます。

超高齢社会や本格的な人口減少社会が到来する中、広域自治体である県は、市町村との役
割分担のもと、県内全域で総合調整機能を発揮するとともに、市町村を補完する役割がま
すます求められています。特に、神奈川は、様々な規模の市町村が所在しているため、地
域の実情を踏まえ、県全域での行政サービスを効率的・効果的に提供できるよう、今後も、
県は市町村との柔軟な協調・連携のもと、広域自治体としての役割を果たしながら、持続
可能な行政運営を実現していくことが求められています。

そこで、県は、多様化が進む行政サービスへのニーズを踏まえ、市町村間の広域連携の支
援を図るとともに、権限移譲のあり方の検討や専門人材の確保など広域自治体として市町
村との一層の連携や効果的な施策展開に取り組むことで、持続可能な行政サービスの実現
をめざします。

神奈川と首都圏、全国をつなぐ交通ネットワークの充実などを見据えながら、人々の活動
領域の変化に伴う広域的なニーズに応えることができるよう、県域を越えた連携・協力の
もと、多様な広域行政課題に対応していくことが求められています。

そこで、47の都道府県で組織する全国知事会や、首都圏の都県及び指定都市で構成する九
都県市首脳会議などを通じ、他の自治体と連携・協力した取組を一層進めることで、課題
の解決をめざします。

（多様な主体の強みを生かした協働・連携）
（広域自治体としての県の役割）

（県域を越えた広域行政課題への対応）
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第２章　政策の基本方向

２ 政策分野別の基本方向
「2040年に向けた政策の基本方向」を踏まえ、政策分野ごとに県が取り組む政策の基本方
向をまとめました。

● 結婚の希望をかなえるための支援に取り組むとともに、安心して子どもを生み育てるこ
とができるよう、デジタル技術も活用しながら、当事者の目線に立って、多様なニーズ
にあわせた支援やコミュニティづくりを推進し、社会全体で子ども・子育てを支えるし
くみの構築を進めます。

● ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及啓発に取り組み、長時間労働などの働き方の
見直し、育児休業の取得など仕事と子育ての両立に向けた取組を推進します。

● 未来を担う子どもたちが、思いやる力や自立して生き抜く力、社会に貢献する力を身に
付け、積極的に社会とかかわり、心豊かに生きることができるよう、様々な人々との協働・
連携を推進します。

● 子どもの発達や成長に応じた職場体験学習などのキャリア教育※に取り組み、未来や自
らの将来に夢や希望が持てる教育を推進するとともに、ボランティアなどの体験活動を
通じ、豊かな人間性や社会性を育成します。また、子どもたちが、将来、県民や市民と
して適切に判断し、行動するための資質・能力の育成や社会意識と自覚を醸成する教育
を行います。

　※キャリア教育…  一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャ
リア発達を促す教育。

● 子ども・若者の不登校やひきこもりなどへの対応についてNPOなどと連携を図りながら、
子ども・若者やその保護者が相談しやすい体制を充実させるとともに、専門人材やデジ
タル技術なども活用しながら、いじめや不登校の未然防止、多様な学びの場の確保など
に取り組みます。

● 地域ボランティア、学校、NPO、警察の連携をさらに充実し、子ども・若者に悪影響を
及ぼす環境を改善するとともに、地域で成長を見守り、また安心できる居場所を確保す
るなど、子ども・若者が健全に育つ社会全体の協力体制の構築を図ります。

● 児童・生徒が学ぶ楽しさや分かる喜びを実感でき、未来を担う貴重な人材として大切に
育まれるよう、地域や家庭と連携し、地域に開かれた学校づくりにより、希望に満ち信
頼あふれる学校教育を進めます。

● 個性豊かな次代の人づくりを担う、高い指導力と意欲を持つ教職員の確保・育成や学びを
支える外部人材の確保を推進するとともに、安全で快適な教育環境づくりを進めます。

● 外国語教育や国際理解教育、情報教育、環境教育、科学技術・産業教育などを推進し、グロー
バル化やデジタル化の加速など時代や社会の変化に対応できる人づくりを進めます。

● 県民が生涯にわたって能動的に学び、自分らしく活躍できるように、一人ひとりの学習
意欲と多様なニーズに対応した生涯学習の機会の拡充を図ります。

● 子どもの人生がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困
が世代を超えて連鎖することのないよう、子どものことを第一に考え、すべての子ども
たちが夢や希望を持つことができる社会の構築をめざし、必要な環境整備や子ども・家
庭への支援を行います。

● 児童虐待防止のため、虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、再発防止のための
親子関係の再構築など関係機関と連携しながら養育力不足の家庭への支援の強化を図り
ます。

● 医療的ケア児やその家族への切れ目のない支援を推進するため、市町村や関係機関など
と連携した支援に取り組みます。

● すべての子どもが同じ場で共に学び共に育つことをめざすという基本的な考え方のも
と、インクルーシブ教育を推進し、一人ひとりの状況に応じて、子どもたちの社会的自
立をめざした支援の強化を図ります。

結婚や出産・育児の希望がかなえられる社会づくり

子ども・若者が心豊かに育ち自立できる社会づくり

希望に満ち信頼あふれる学校づくり

時代や社会の変化に対応した学びの推進

支援を必要とする子ども・家庭への対応

(1) 子ども・若者・教育
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第２章　政策の基本方向

● 身近な地域で保健・医療・福祉サービスを安心して利用できるしくみづくりや、地域で
の支え合いの活動をつなぐ人づくりを進めます。また、保健・医療・福祉にかかわる多
様な担い手と連携し、誰もが孤立せず、地域で支え合いながらともに生き、自立して自
分らしくくらすことのできる地域社会づくりを支援します。

● 保健・医療・福祉サービスに関する情報提供体制の確立、苦情に対応する体制の整備を
図ります。また、成年後見制度や虐待防止など、地域でくらす高齢者や障がい児・者一
人ひとりを支える権利擁護の取組を推進します。

● ユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが自らの意思で自由に移動し、社会に参
加することができるまちづくりを進めます。

● デジタル技術も活用しながら、食・運動・社会参加によるライフステージに応じた未病
改善の取組で県民の行動変容などを促進するとともに、がんの早期発見、早期治療を進
めるため、がん検診を促進します。また、自殺や精神疾患の予防のため、専門的な相談
を行うなど、こころの健康づくりを推進し、孤立しない地域社会づくりを進めます。

● ひきこもり当事者とその家族への相談支援を行うとともに、市町村やNPOと連携してひ
きこもり当事者のための居場所の確保などに取り組みます。また、働くことに悩みを抱
える若年無業者等を支援するなど、自立に向けた取組を推進します。

● 地域移行を含めた、障がい当事者の自立と社会参加を促進するため、障がいの種別等に
応じ、障がい児・者のライフステージに沿って、住居、保健、医療、保育、教育、就労
のほか、親元・家族からの自立等を含めた、様々な生活上の課題やニーズに対応する支
援体制の整備に取り組みます。また、発達障害や高次脳機能障害など、制度のはざまに
ある障がいへの対応を図り、障がいの状態にかかわらず、安心して生活できるしくみづ
くりを進めます。

● 市町村その他の関係機関と連携し、障がい児・者虐待の未然防止や早期発見、早期対応
に取り組みます。

● 超高齢社会及び人口減少社会に対応するため、健康寿命の延伸などをめざして、最先端
医療の推進と最新技術の追求のための支援強化などを進めます。

● 高度ながん医療の提供と地域がん医療のネットワークづくりを進めるとともに、がんの
苦痛を和らげる緩和ケアを地域で受けられる体制や、がん患者・家族への支援の充実を
図ります。

● 患者の視点に立った良質な医療を住み慣れた地域で提供するため、医療機関の機能分担
や福祉施設などとの連携を進めるとともに、医療に関する情報提供の推進や総合的な救
急医療体制の充実を図ります。

● 特定の地域や特定診療科における医師の不足や偏在の解消など、地域の実情に応じた医
療提供体制を確保します。

● 増大する医療ニーズに対応するため、医療分野でのDX（デジタル・トランスフォーメー
ション）を通じたサービスの効率化・質の向上に取り組みます。

● 地域医療・地域包括ケアシステムを支えるため、専門性と幅広い知識・技術を持つ保健・
医療・福祉人材の育成を進めます。また、外国人材の確保や、資格・技能を持ちながら
就業していない潜在的人材の掘り起こし、介護ロボットの導入等の働きやすい環境の整
備などにより、保健・医療・福祉人材の確保・定着を推進します。

● 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、適切な保健・医療・福祉サービス
を受けられるしくみや体制づくりを推進します。

● 介護予防の取組、生きがいづくり、高齢者向けの多様な住まいの普及など、高齢者が安
心して生き生きとくらせるしくみづくりを推進するとともに、地域の見守り活動への支
援など孤立化や孤独死を防ぐ取組を支援します。また、認知症高齢者やその家族などを
支援するための取組を推進します。

支え合う地域社会づくり 障がい児・者が地域で安心してくらせるしくみづくり

地域における持続可能な保健・医療体制の整備

保健・医療・福祉人材の育成・確保と働きやすい環境づくり

高齢者が安心して生き生きとくらせるしくみづくり

(2) 健康・福祉

２ 政策分野別の基本方向

26 27New Kanagawa Grand Design 新かながわグランドデザイン　基本構想



第２章　政策の基本方向

● 未病、最先端医療、ロボット、脱炭素、デジタルなど高い成長が期待される産業の発展
に向けて、国内外からの企業誘致や県内企業の投資を促進します。また、海外との経済
交流ネットワークを形成し、県内企業の海外展開を支援します。

● 地域の中小企業と大企業・大学などの相互連携を活発化することにより、地域産業の活
性化を図ります。また、中小企業の円滑な資金調達を支援するとともに、地域の団体等
と連携した支援体制の強化などを通じて、中小企業のものづくりや経営課題の早期発見・
改善を支援し、稼ぐ力の向上など経営基盤の強化を図ります。

● 国家戦略特区をはじめとした特区制度なども活用し、未病や最先端医療、ロボットなどの
成長産業の創出を促進する環境の整備を進め、起業やベンチャー企業等による新事業創出、
製品等の社会実装を支援します。また、産学公連携による新技術・新製品開発などへの支
援を通じて、産業構造の転換に伴う企業の新規分野への参入を促進します。

● 大学や研究機関など県内の豊かな知的資源を生かし、企業等も集積する最先端のイノベー
ション拠点とも連携しながら、イノベーションを持続的に創出するとともに、科学技術
を社会実装するための機能の構築や人材の育成など科学技術基盤の充実を図ります。

● 経営発展段階に応じた支援や企業の参入などにより、多様な担い手を育成・確保します。
また、スマート技術を含めた新たな技術の開発・導入を推進し、生産性の向上を図ります。

● 農林水産業の生産基盤を整備し、適正な維持管理を図ります。また、農地の集積の促進
と有効活用を図ります。

● 地産地消の推進や生産段階等における安全管理、県民や市場ニーズの変化に対応した流
通・販売対策、6次産業化の支援などにより、新鮮で安全・安心な農林水産物の安定供給
や県産木材の有効活用を図ります。

● 農林水産業の持続的な発展のため、環境負荷低減技術の導入や未利用資源の有効活用な
ど脱炭素化につながる環境に配慮した生産を推進します。また、農地・森林・海・川が
有する多面的機能の発揮や里地里山の保全、神奈川の農林水産業への理解促進に取り組
みます。

● 人材の多様な特性やニーズを踏まえた就業支援等を通じて、若年者や中高年齢者、女性、
障がい者など多様な人材の活躍を支えます。また、外国人材が働きやすい環境づくりに
取り組みます。

● 生活と仕事の調和を図るワーク・ライフ・バランスを推進し、一人ひとりがライフスタ
イルやライフステージに応じて、働く場所や時間など多様で柔軟な働き方を選択して働
き続けることができ、安心して生涯にわたる生活設計を描けるよう、労働環境の整備を
図ります。

● 働く意欲のあるすべての人々が、その能力を高め、新たなキャリア形成に挑戦できるよ
う、必要な職業能力開発の機会を提供し、企業や求職者のニーズに応じた産業人材育成
を図ります。また、ものづくり技術・技能の承継を支援し、技術・技能が尊重される社
会づくりに取り組みます。

● 地域の特色ある産業の振興を図るため、商店街などが中心となり多様な主体と連携して
行う魅力創出や、にぎわいづくり、地域商業を担う人材の育成などを支援するとともに、
伝統的工芸品等の魅力的な地域資源の活用の促進などに取り組みます。

● 神奈川が有する地域の観光資源を生かして、新たな観光の魅力創出に取り組み、国内外
から人を引きつけ、何度も訪れたくなる魅力ある地域づくりを進めます。

● 観光データを収集・分析し、施策の立案や戦略的プロモーションの実施に活用すること
で、賑わいの創出や交流の促進につなげ、県内の様々な産業分野へ経済効果が波及する
よう取り組みます。また、インバウンドの増加を見据え、観光客の受入環境を整備する
とともに、観光に対する住民の理解や満足度を高めることで、持続可能な観光地域づく
りを進めます。

産業競争力の強化 農林水産業の活性化

多様な人材が活躍できる社会づくり

魅力ある地域資源を生かした産業の振興

観光の振興

(3) 産業・労働

２ 政策分野別の基本方向
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第２章　政策の基本方向 ２ 政策分野別の基本方向

● 事業者の省エネルギー対策、県民の脱炭素型ライフスタイルへの転換等による徹底した
省エネルギー対策や、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入促進・利用
拡大など、デジタル技術も活用しながら、多様な主体による取組を後押しします。

● 森林整備や木材利用の促進、海洋における藻場の再生・整備など、吸収源対策の促進に
取り組みます。

● 温室効果ガスの大規模排出事業者でもある県が、県有施設の省エネルギー対策の徹底、
県有施設への再生可能エネルギーの導入・利用などに率先して取り組みます。

● 既に現れている地球温暖化の影響を回避・軽減するため、気候変動に適応する施策を推
進します。

● 将来にわたり県民が必要とする良質な水を安定的に確保していくため、水源かん養など
公益的機能の高い森林づくりや、生活排水対策など、県民や市町村などと連携し、水源
環境の保全・再生に取り組みます。

● 丹沢大山地域のブナの立ち枯れ、人工林の荒廃、希少動植物の減少など自然環境の劣化
への対応を図るため、県民や市町村と協働・連携して自然再生に取り組みます。

● 都市のみどりについて、生物多様性の確保と良好な自然環境の保全・再生・創出と活用
に向けて、地域制緑地※の保全、維持管理や都市公園の整備・管理などに取り組みます。

　※地域制緑地…  緑地や良好な環境を保全するため、法律や条例により土地利用が制限された地域。

● ニホンジカやニホンザルなどの野生鳥獣について、適正な個体群管理や生息環境の確保
などにより、保護と被害への対応を図ります。また、生態系や農林水産業などに大きな
影響を与える恐れのある、アライグマやクリハラリスなどの外来生物に係る対策の強化
を図ります。

● 多様な主体との連携により、海洋汚染や生態系への影響など環境問題への対策に取り組
みます。

● 循環型社会を形成するため、廃棄物の排出抑制・再使用・再生利用（3R）や、化石資源
由来のプラスチック等を再生可能な資源に置き換えるRenewableの取組を推進します。

● 廃棄物の適正処理や不法投棄等の未然防止対策を推進するとともに、県土の環境美化と
海洋プラスチック問題に対応するため、県民、市町村、事業者等と連携したクリーン活
動を推進します。

● 大気汚染の状況について情報提供を行うとともに、法令に基づく規制・指導、大気汚染
防止対策の普及啓発などにより、大気環境の保全を図ります。

● 事業所からの化学物質※の排出規制や、事業者による排出削減対策の促進に取り組むこ
とで、化学物質による環境への影響の低減を図ります。また、事業者や県民の化学物質
対策への理解を深めるための取組を推進します。

　※化学物質…  トルエンやキシレンなどの「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
（PRTR法）」に基づく対象化学物質。

● 水環境を保全するため、水質の汚濁状況を監視し、工場・事業場の規制・指導を実施し
ます。また、地域の実情に応じて生活排水処理施設を整備するとともに、日常生活にお
ける汚濁負荷低減の取組を普及・啓発します。

脱炭素社会の実現 自然環境の保全・再生と活用

循環型社会づくり

生活環境の保全

(4) 環境・エネルギー
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第２章　政策の基本方向 ２ 政策分野別の基本方向

● 「ともに生きる社会かながわ憲章」や「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに
生きる社会を目指して～」の理念の普及啓発や障がいへの理解の促進、障がい及び障が
い児・者に対する差別の解消に取り組みます。

● 県民一人ひとりが多様な文化や民族の違いを理解し、認め合い、外国籍県民などが個性
と能力を発揮できる安全・安心な環境を整備するなど、多文化共生の地域社会づくりを
進めます。また、地域からの国際交流・協力を推進します。

● 児童虐待やいじめ、配偶者などへの暴力、高齢者や障がい者への虐待など人権侵害とな
る問題の発生を防止し、人権尊重の理念を定着させるため、人権教育や人権啓発を推進
します。

● すべての人が個性と力を発揮できるジェンダー平等社会をめざし、固定的な役割分担意
識を解消するなど、男女共同参画の取組を推進します。

● 多様な担い手と連携し、声を上げることが難しい子ども・若者や、困窮に陥りやすいひ
とり親家庭、困難な問題を抱える女性、孤独・孤立に悩む方など、生きづらさやくらし
にくさを抱える人たちを早期に切れ目ない相談・支援につなげます。

● ゆとりとうるおいを実感できる、心豊かなくらしを実現できるよう、デジタル技術も活
用しながら、誰もが文化芸術に親しむことができる機会を広げるとともに、文化芸術活
動の支援や県内各地の伝統的な文化芸術の保存・活用などにより、文化芸術を通じたに
ぎわいの創出や文化芸術の振興に取り組みます。

● 誰もが生涯を通じて、気軽にスポーツを楽しみ、心身ともに健康で豊かにくらすことが
できるよう、デジタル技術も活用しながら、乳幼児から高齢者までのライフステージ
に応じたスポーツ活動の推進や、誰もがスポーツを「する」「観る」「支える」といった、
多様な形で親しむことができる環境づくりなどに取り組みます。

● 県民の安全・安心と利便性の向上を図るため、くらしと行政のデジタル化を進め、誰も
がデジタルの恩恵を受けられる社会の実現に向けて取り組みます。

● 情報公開、情報提供の充実を図るとともに、施策形成過程への県民参加や、県民との対
話による県政を推進します。

● 協働型社会の実現に向けて、県民や企業、NPO、大学、団体、行政など多様な主体と持
続可能な関係を築き、各主体の強みを生かす協働・連携を推進します。また、企業の社
会貢献活動の取組とも連携しながら、多様な主体による協働やネットワーク形成を促進
します。

● 県民やNPOのボランタリー活動を促進するとともに、地域課題の解決に取り組むNPO
が自立的、安定的に活動できるよう支援します。また、地域の課題解決や活性化に取り
組む人材を育成するため、講座の開催や学習情報の提供などを行い、地域活動への参画
を支援します。

● 市町村や企業等と連携し、ドローンなどテクノロジーの力を活用して、災害対応や農業
振興など様々な社会課題の解決に向けた実践的な取組を推進します。

ともに生きる社会の実現 誰もが文化芸術に親しむことができる環境づくり

誰もが生涯を通じてスポーツを楽しむことができる環境づくり

くらしと行政のデジタル化の推進

県民との対話による開かれた県政の推進多様な担い手が協働・連携する地域づくり

(5) 共生・県民生活
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第２章　政策の基本方向 ２ 政策分野別の基本方向

● 大規模地震等による津波や、激甚化・頻発化する集中豪雨などの自然災害から、県民の
いのちを守るため、市町村と連携し、ハード・ソフト両面からの防災・減災を図り、安
全で安心なまちづくりを進めます。

● 災害時における情報の収集・提供体制の強化や津波避難対策、火山対策、医療救護対策、
災害時要配慮者対策、ライフラインの応急復旧対策などを進め、応急活動体制の充実を
図ります。また、デジタル技術も活用しながら、災害リスクのさらなる見える化を進め
るとともに、防災情報の共有や意識の高揚、自衛隊等と連携した訓練の充実などにより、
地域が一体となり、かつ国や他の都道府県、市町村、関係団体などと連携した防災体制
を確立し、大規模災害への対応力を強化します。

● 武力攻撃や大規模テロなどの万一の事態に備えるための国民保護対策を推進するととも
に、放射能被害などから県民のくらしの安全を守るための原子力災害対策に取り組みます。

● 新興感染症の発生に備え、平常時から非常時を見据えた医療提供体制の構築を進めます。

● 生産者、事業者、消費者、行政がそれぞれの責務や役割を果たすとともに、お互いに情
報や意見を交換する場の提供などを通じ、協働・連携して安全で安心な食の確保に努め
ます。

● 動物愛護管理を推進するため、動物愛護精神や適正飼育等の普及啓発、動物取扱業等の
監視指導などに取り組みます。

● 複雑化・多様化する消費者トラブルへの対応として、消費生活相談機能の充実に取り組
みます。また、消費者トラブルの未然防止や悪質商法の被害拡大防止のため、消費者団
体などと連携した情報提供や消費者教育を充実するとともに、悪質な事業者に対し、適
切に行政指導・処分を行います。

● サイバーセキュリティの確保に向けて、県自らが対策を講ずるとともに、県民や企業な
どに対して適切なセキュリティ対策の導入等について積極的に働きかけていきます。

● 人口が密集する神奈川にあって、県民生活や地域のまちづくりに障害を与えている基地
の整理・縮小・返還に向けた取組を進めます。

● 厚木基地周辺における米軍機による深刻な騒音被害など基地を巡る動向を的確にとら
え、安全で安心してくらせる環境の確保を図る取組を進めます。

● 基地に関係する自治体と連携し、基地負担の着実な軽減に取り組みます。

● 災害時における米軍との相互応援など、基地との連携を推進します。

● 警察活動の高度化・合理化に資する先端技術の導入を進め、変化する社会情勢に即応し、
警戒の空白をなくすため、警察力を総合的に強化するとともに、県民の防犯意識の向上、
地域の自主防犯活動の拡大やネットワーク化などにより、犯罪のない安全で安心してく
らせる地域社会づくりを進めます。

● 地域の安全確保にとって必要な情報を提供するとともに、防犯への配慮が十分になされ
た住宅や道路、公園などの整備を促進します。

● 子どもや女性が犯罪に巻き込まれないよう、子どもや女性を守る活動を強化するととも
に、高齢者が被害に遭いやすい特殊詐欺やサイバー犯罪などの複雑化・多様化する犯罪
に対応するため、犯罪の抑止と検挙を両輪にした取組を推進します。また、市町村や民
間支援団体などと連携しながら、犯罪被害者等の相談や支援体制の充実を図るなど、総
合的な取組を進めます。

● 交通事故のない社会の実現に向け、交通安全に配慮した道路などの整備を進めるととも
に、新たなモビリティの普及にも対応しながら、高齢運転者への支援や県民全体の運動
として交通安全意識の高揚などに取り組みます。

大規模な災害や新興感染症への対応力の強化 生活の安心の確保

基地対策の推進
犯罪や事故のない安全な地域社会づくり

(6) 危機管理・くらしの安心
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第２章　政策の基本方向 ２ 政策分野別の基本方向

● 地域の個性や魅力を生かしながら、都市機能の集約化を進めるとともに、郊外部などの
豊かな自然環境と調和した地域循環共生圏づくりの推進、省資源・省エネルギーの取組
や再生可能エネルギー等の導入促進により、環境と共生する都市づくりを進めます。

● 地域の特性を踏まえ、一層の「選択と集中」による効率的で効果的な都市基盤の整備や、
これまで蓄積された都市基盤の有効活用、計画的な維持管理による施設の長寿命化など、
地域活力を維持・形成する都市基盤の充実・強化を図ります。

● 山・川・海の連続性をとらえたなぎさづくりや、水とみどりのネットワークの形成など、
環境や防災に配慮したゆとりのある県土の形成を図ります。

● 農地や森林について、地域の実情や特性に応じた適正な整備保全と有効活用により、良
好な環境を確保します。

● 県民やNPOなど多様な担い手の参画により、神奈川が持つ豊かな自然や歴史・文化、景
観など様々な地域資源の維持・再生などに取り組むとともに、みどり豊かで調和のとれ
た都市景観を実現します。

● 生活基盤の充実を図るとともに、防災、福祉、環境などに配慮したまちづくりを推進し
ます。

● 多様化するライフスタイルも踏まえて、誰もが安全・安心で心豊かなくらしを実現する
住まいと居住コミュニティづくりを推進するとともに、建築物の安全性の確保や空き家
対策などに取り組みます。

● 地域の持つ自然環境や歴史、文化、産業、交通、広域的なつながりなどの特性を生かして、
人を引きつける魅力ある地域づくりを進めるとともに、市町村が主体的に進めるまちづ
くりなどを支援します。

● 県内で特に人口減少が進む三浦半島地域圏、県西地域圏に人を呼び込み、移住・定住の
促進を図るとともに、水源地域の豊かな地域資源等を生かしたにぎわいの創出などに取
り組みます。

● 東京との結びつきや神奈川の中の東西の交流とあわせて、南北を結ぶ軸の形成や海上交
通の充実に取り組むなど、地域間の交流・連携を強めます。

● 神奈川が引き続き世界との国際交流の拠点としての機能を発揮していくため、国際交流
を支える交通ネットワークの強化を進めます。また、首都圏や全国との交流連携を強化
するため、リニア中央新幹線の建設促進と県内駅設置を踏まえたまちづくりの支援に取
り組みます。

● 広域的な交通利便性の向上と交通混雑の抜本的な改善を図るため、県土構造の骨格とな
る自動車専用道路網の整備促進を図るとともに、これらと一体となってネットワーク機
能を強化し、県内各地域間の交流と連携を促進する幹線道路網の整備を推進します。

● 既存の交通ネットワークを生かした鉄道やバスなど公共交通の利便性の向上、自動運転
等のスマートモビリティなどの新しい交通サービスの活用を図るなど、デジタル技術も
活用しながら、誰もが安全・安心に自由に移動できる交通環境の充実を図ります。

● デジタル技術をはじめとした新しい技術の活用により、渋滞、交通事故、環境悪化など
の道路交通問題の解決に寄与する交通管制の高度化に取り組みます。

次の世代に引き継げる持続可能な県土づくり 快適で安全・安心な住まい・まちづくり

地域の特性を生かした地域づくり

総合的な交通ネットワークの形成

(7) 県土・まちづくり
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第２章　政策の基本方向

川崎・横浜地域圏
多摩川、鶴見川流域、多摩・三浦丘陵の一部を含んだ
川崎・横浜の各市域

横浜みなとみらい地区横浜ベイブリッジ
(横浜観光情報 提供)

多摩川スカイブリッジ

先端技術産業や数多くの研究機関が集積する川崎市域と、開
港以来、海外から様々な文化を取り入れ新たな産業を生み出
してきた横浜市域及びその周辺の地域からなる地域です。

川崎、横浜の各市域、
及びその周辺地域

(1) 基本的考え方

３ 地域づくりの基本方向

神奈川は、我が国の政治、経済、文化などの中枢的役割を担う首都圏にありながら、海、山、
川、湖などの自然と歴史・文化に恵まれるなど、多彩な風土を持っています。

その中で、これまで神奈川は、業務機能やものづくりの面で首都機能の一翼を担うとともに、
計画的な土地利用を図ることによって、良好な都市環境の保全に努めてきました。

一方で、少子高齢化や人口減少の加速等を背景として、低未利用地や空き家等の増加により、
土地の管理水準や利用効率が低下し、県土の荒廃や地域社会の衰退を招く恐れが高まって
います。さらに、自然災害の激甚化・頻発化、新興感染症の流行、産業構造の変化や国際化・
情報化の進展、人々の価値観やライフスタイルの多様化など、社会環境は大きく変化して
います。

こうした状況を踏まえ、人口減少社会における持続可能な社会の実現に向けて、県土の適
正な利用と管理に取り組むとともに、市町村主体のまちづくりに配慮しながら、それぞれ
の地域の特性を生かした様々な取組により、個性や魅力にあふれた、活力ある地域づくり
を推進します。そして、こうした地域の取組を他の地域政策圏に横展開することで、波及
効果や相乗効果が生まれるよう、広域的なヒト・モノ・情報の交流・連携にも取り組みます。
あわせて、自然災害に対する備えを一層強化します。

地域づくりに当たっては、水、みどり、自然の連続性や将来の交通基盤の整備状況、人々
のライフスタイルの多様化や産業構造の変化を踏まえながら、地域の特性を生かすことが
重要です。そこで、地域ごとの人口の動向や特性を踏まえ、個性や魅力にあふれた、活力
ある地域づくりを進めるため、「川崎・横浜地域圏」、「三浦半島地域圏」、「県央地域圏」、「湘
南地域圏」、「県西地域圏」の5つの地域
政策圏を設定し、それぞれの地域政策
圏のめざすべき方向性に向けて、様々
な施策・事業を進めます。

また、施策・事業の推進に当たっては、
隣接する地域政策圏との結びつきを踏
まえ、地域間の連携について柔軟な対
応を図っていきます。

県央地域圏

川崎・横浜
地域圏

三浦半島地域圏

湘南地域圏

5つの地域政策圏

県西地域圏

(2) 地域政策圏 ● 広域的な道路交通網や国際港湾機能が充実し、羽田空港にも近く産業活動のポテンシャルが高い京浜
臨海部においては、総合特区制度などを活用しながら、国際競争力を強化する拠点の形成などを図る
とともに、この効果を圏域全体に波及させるため、総合的な交通ネットワークの形成を推進します。

● 川崎市域では、首都圏に位置し東京と横浜という巨大消費地に接している地理的優位性を生かしな
がら、国内外から集積するライフサイエンス分野の企業や研究機関を生かした国際競争力の高い産
業の創出・育成などを進めるとともに、環境に配慮したまちづくりや安全で快適な生活空間の形成
に向けた取組を進めます。

● 横浜市域では、歴史、文化芸術、観光・コンベンション資源を生かし、多くの人々が訪れ、交流の
拠点となる都市づくりや、みどりあふれる快適な生活空間の形成などを進めるとともに、MICE※の
振興やインバウンド需要の取り込みにより、地域の産業の活性化などを図ります。

● 残された貴重な自然環境との調和を図りつつ、多様な人々のニーズに応じた、より機能的な市街地
を形成するとともに、切迫する大規模地震などの自然災害へ対応するため、地震や洪水、土砂災害
などへの備えを強化します。

　※MICE…  企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会
議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込ま
れるビジネスイベントなどの総称。

川崎・横浜地域圏における政策展開の方向

めざすべき方向性
世界と、神奈川そして日本の交流・結節地域として、都市に残された貴重な自然環境との調
和を図りながら、これまでの文化や産業の集積を生かし、経済の活性化や国際交流・文化交
流をさらに充実させるとともに、世界とつながる文化や産業を発信することで、にぎわいや
活力があふれ、国際色豊かで魅力あふれる地域づくりをめざします。

38 39New Kanagawa Grand Design 新かながわグランドデザイン　基本構想



第２章　政策の基本方向 ３ 地域づくりの基本方向

鎌倉大仏一色海岸 リニア中央新幹線
神奈川県駅（仮称）周辺の整備

宮ヶ瀬湖 宮ヶ瀬ダムの放流

県央地域圏三浦半島地域圏
丹沢大山のやまなみや相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖などの湖、
相模川の上中流域を一体としてとらえた地域

多摩・三浦丘陵の一部で構成される三浦半島の地域

丹沢や相模川を中心とした森林・川・湖などの自然と活気あ
る都市とがバランスよく存在する地域です。

三方を海に囲まれ、変化に富んだ海岸線を有し、多摩丘陵か
ら続く、まとまったみどりや豊かな歴史と伝統に恵まれた地
域です。 相模原、厚木、大和、海老名、座間、

綾瀬の各市域、愛川、清川の各町村域、
及びその周辺地域

横須賀、鎌倉、逗子、三浦の各市域、
葉山町域、及びその周辺地域

● 水源地域の森林や丹沢大山の自然環境を保全・再生する取組などを進めるとともに、地域と連携
しながら宮ヶ瀬などが持つ豊かな地域資源等を生かしたにぎわいの創出や、都市部に隣接すると
いう地理的条件を生かした農林業の振興を図ります。

● 総合特区制度などを活用しながら、ロボットなどの先端産業や環境・エネルギー関連産業など成
長分野の産業集積を図るとともに、高い技術力を持つ地域の企業との交流や連携を促進します。

● リニア中央新幹線の建設促進と県内駅設置を踏まえたまちづくりの支援、優位性のある交通結節
点の強化を図ります。また、地域間の交流を支える交通網の整備を進めるとともに、南北に整備
された広域的な交通ネットワークを生かした生活環境や産業基盤の整備を進めます。

● 市町村と連携した観光の振興や、文化芸術の振興、住環境の充実などに取り組むことで、にぎわ
いのある住みやすい地域づくりを進め、定住人口の維持、交流人口の増加を図ります。

● 切迫する大規模地震などの自然災害へ対応するため、地震、洪水などへの備えを強化するとともに、
災害活動における拠点機能の強化を図ります。

● 自然環境や歴史的風土と調和する都市空間の形成を図りつつ、国営公園誘致や小網代の森などの
大規模な緑地の保全やブルーカーボンを隔離・貯留する藻場の再生など環境保全を図ります。

● 海の魅力と食の魅力や地域の歴史・文化などの観光資源を生かし、市町や事業者と連携して地域
一体となった取組を推進することにより、周遊観光を促進し、交流人口を増加させ活力と魅力あ
る地域づくりを進めます。

●  都心からのアクセスの良さと自然豊かな三浦半島ならではの多様な働き方が実現できる仕事スタ
イルの確立、就労機会の創出を進めるとともに、移住・定住の促進に取り組みます。

● 交通利便性の向上や、広域的な交流・連携の強化を図るための道路網や海上交通の充実、地域特
性を生かした農業・水産業の振興、企業立地や産業集積の促進を図ります。

● 切迫する大規模地震などの自然災害へ対応するため、三浦半島断層群の地震や津波、土砂災害な
どへの備えを強化します。

県央地域圏における政策展開の方向三浦半島地域圏における政策展開の方向

めざすべき方向性めざすべき方向性
豊かな自然を保全し、これを活用した地域の魅力づくりと活性化を進めるとともに、広域的
な交通結節機能を踏まえた生活環境や産業基盤の整備を図り、自然と都市、産業、文化が調
和し、うるおいと活力にあふれた地域づくりをめざします。

貴重なみどりと三方に広がる海、豊かな歴史的文化遺産、全国有数の露地野菜産地、美しい
景観など、三浦半島が持つ地域資源を保全しながら、これと調和・共生した都市的環境の形
成により、経済と環境の好循環を生み出すことで、うるおいを持って快適にくらすことがで
き、首都圏や海外からも多くの人々を引きつける魅力と活力にあふれる地域づくりをめざし
ます。

三浦海岸河津桜
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第２章　政策の基本方向

まつだ桜まつり湘南ひらつか七夕まつり 芦ノ湖藤沢海岸 小田原城大山

県西地域圏湘南地域圏
丹沢、箱根、酒匂川流域を一体としてとらえた地域湘南海岸から丹沢に至る、相模川下流や境川、引地川、

金目川の流域を一体としてとらえた地域

富士・箱根・伊豆に連なる豊かな自然を背景に、山・川・海・
湖・温泉、歴史や文化などの多彩な地域資源に恵まれた地
域です。

湘南のなぎさや相模川、丹沢のやまなみなどの自然資源や
相模湾沿岸に広がる旧別荘などの歴史・文化資源に恵まれ
た地域です。 小田原、南足柄の各市域、

中井、大井、松田、山北、開成、箱根、真鶴、
湯河原の各町域、及びその周辺地域

平塚、藤沢、茅ヶ崎、秦野、
伊勢原の各市域、寒川、大磯、二宮の各町域、

及びその周辺地域

● 未病の戦略的エリアとしての魅力を発信するとともに、豊かな自然環境を保全しつつ、歴史・文化、
豊かな水などの地域資源を活用し、周遊観光や国内外から訪れる多くの人との交流を促進するこ
とで、世界的な観光地としての魅力向上に取り組みます。

● 地域の特性に合った都市基盤や産業基盤の整備を進め、企業誘致を促進するとともに、地域に根
ざした商工業や農林水産業の振興を図ります。

● 市街地の再整備や、生活交通の確保に努めるなど、自然と調和した居住環境の整備を進めます。

● 豊かな自然などに恵まれながら、都心からの交通利便性も高く、「住みながら働く」最適な地域で
あるという利点・魅力を生かして、移住・定住の促進を図ります。

● 切迫する大規模地震などの自然災害へ対応するため、神奈川県西部地震や南海トラフ地震、津波、
箱根山・富士山の火山災害などへの備えを強化します。

● 多くの人が訪れ、にぎわう湘南のなぎさや丹沢大山など美しい自然環境、歴史・文化に恵まれた
湘南地域の価値や魅力を生かして、定住人口の維持や交流人口の増加に取り組みます。

● 山・川・海の連続性に着目して水源地域の森林や里地里山、農地、河川、海岸の保全・再生の取
組を推進し、これらの豊かな自然や地域の様々な歴史・文化資源を活用した観光振興などを通じて、
地域の個性と魅力を高めていきます。

● 地域間の交流や広域的な連携を強化するため、交通ネットワークの整備や、オリンピックレガシー
を継承する湘南港などを活用した海上交通の充実に取り組むとともに、環境との共生や新たな地
域拠点となるまちづくりを進めます。

● 総合特区制度などを活用しながら、産学公の交流や連携を促進し、新たな産業の創出・育成や地
域産業の活性化を図るとともに、持続可能な地域をつくる人材育成にも取り組みながら、農林水
産業の振興などに取り組みます。

● 切迫する大規模地震などの自然災害へ対応するため、地震や津波、洪水などへの備えを強化します。

県西地域圏における政策展開の方向湘南地域圏における政策展開の方向

めざすべき方向性めざすべき方向性
豊かな自然、歴史・文化などの地域資源を生かし、未病の戦略的エリアとしての魅力を向上
させるとともに、地域の特色を生かした様々な生産活動が営まれ、職・住・遊が一体となっ
て豊かなくらしを実感できる、活力と魅力あふれる地域づくりをめざします。

湘南のなぎさや丹沢大山のやまなみなどの豊かな自然環境や、湘南地域で育まれた貴重な地
域資源の保全や活用を図るとともに、交通ネットワークの整備とあわせた都市機能の向上や、
環境と共生したまちづくりを進め、人々を引きつけ、持続可能な活力にあふれた地域づくり
をめざします。

３ 地域づくりの基本方向
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3
第３章　基本構想の見直し

「基本構想」については、「実施計画」の改定時など、状況の変化に応じて総合的に点検を行
うこととします。

基本構想の
見直し

第 3 章
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神奈川をとりまく
社会環境

神奈川においても明らかに人口減少局面に入り、超高齢社会や本

格的な人口減少社会など予測していた社会が現実のものとして到

来しています。さらに、世界中に大きな影響を及ぼした新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大や国際情勢の不安定化など、予測し

得なかった事態にも直面し、神奈川をとりまく社会環境は大きく

変化しています。

そこで、神奈川の将来像を描くに当たって見通した、様々な時代

の変化や社会環境を「予測される将来の変化」と「不確実性とくら

しの不安」の観点でまとめました。
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図2  地域政策圏別の将来人口推計（中位推計）

…川崎・横浜地域圏

…県央地域圏

…湘南地域圏

…三浦半島地域圏

…県西地域圏
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※2040年より先は参考値

（県政策局作成）
※吹き出し内は各地域圏の人口の最大値。
※1980年から2020年の人口は総務省「国勢調査」、2021年以降は県推計値。
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図1  総人口の将来推計 ※2040年より先は参考値

（県政策局作成）

高位推計

中位推計

低位推計

2035年
900.0万人

2040年
884.0万人

2020年
923.7万人
（実績値）

※将来の転入と転出によって生じる社会増減の程度に応じて、高位・中位・低位の3つのケースを設定して推計。
※出生率は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2023年4月)」の出生率をもとに、神奈川の出生率を設定。
※1980年から2020年の人口は総務省「国勢調査」、2021年以降は県推計値。各年10月1日時点。

神奈川では、2014年に1958年の調査開始以降初めて死亡者数が出生者数を上回る自然減
となり、その後も自然減が拡大しています。転入者数が転出者数を上回る社会増は続い
ていますが、2021年に自然減が社会増を上回ってから、その傾向が続いており、人口減
少局面に入りました。

県では、2020年の国勢調査を踏まえ、高位、中位、低位の3つのケースを設定した将来人
口推計を行いました。将来人口は、高位と低位の範囲内で推移していくと推計され、中
位推計では、神奈川の総人口は2020年にピークを迎えており今後、減少が続くことが見
込まれ、2035年には900万人となり、2040年には884万人となると見込まれます。

ア　神奈川の総人口
人口動向を地域政策圏別に見ると、川崎・横浜地域圏では増加していますが、県央地域
圏や湘南地域圏では概ね横ばいとなっており、三浦半島地域圏や、県西地域圏では人口
減少が進んでいます。

県の将来人口推計（中位推計）では、川崎・横浜地域圏は2030年、県央地域圏は2022年、
湘南地域圏は2020年に人口のピークを迎え、その後減少していくこと、三浦半島地域圏
や県西地域圏では引き続き減少することが見込まれます。

イ　地域の動向

１ 人口・世帯
Ⅰ  予測される将来の変化

人口の状況1
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少子高齢化の状況2
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図4  年齢3区分別の将来人口推計（中位推計）

※2040年より先は参考値
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（33.3％）

502.5万人
（56.8％）

87.5万人
（9.9％）

※四捨五入の関係で割合の合計値は必ずしも100％とならない。
※1980年から2010年の人口は総務省「国勢調査」（年齢不詳の人口を５歳階級別にあん分した人口）、
　2015年及び2020年の人口は総務省「国勢調査」（不詳補完値）、2025年以降は県推計値。

実績 推計

579.0万人
（62.7％）

236.1万人
（25.6％）

108.6万人
（11.8％）

…老年人口（65歳以上）

…生産年齢人口（15～64歳）

…年少人口（0～14歳）

神奈川の高齢化率（65歳以上人口の占める割合）は、2020年には25.6％でしたが、県の
将来人口推計（中位推計）では、2040年には33.3％になることが見込まれます。
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図3  合計特殊出生率－全国、神奈川県（2003年から2022年）

2022年の全国の出生数は77万759人、合計特殊出生率※は1.26、神奈川の出生数は5万
6,498人、合計特殊出生率は1.17となり、いずれも過去最少となりました。

少子化の要因としては、非婚化や晩婚化の傾向、出生率の低下などが考えられます。神
奈川の50歳時未婚率は、近年一貫して上昇傾向にあり、2020年に男性で30.07％、女性
で17.28％となっています。

※合計特殊出生率…  15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。1人の女性がその年齢別出生率で一生の
間に産むとしたときの子どもの数に相当。

ア　少子化の進行 イ　高齢化の加速

50 51New Kanagawa Grand Design 新かながわグランドデザイン　基本構想



0 10 20 30 40
0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

0 10 20 30 40
0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

010203040 0 10 20 30 40
0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

010203040

男性 女性

0 10 20 30 40
0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

010203040

010203040

図5  総人口の人口ピラミッド
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（県政策局作成）

…老年人口（65歳以上）

…生産年齢人口（15～64歳）

…年少人口（0～14歳）

2020年の人口ピラミッドを見ると、70歳代前半の団塊の世代※や40歳代後半の団塊ジュ
ニア世代※が多い一方で、それより若い世代は、出生数の減少により少なくなっています。

県の将来人口推計（中位推計）では、2040年には、団塊ジュニア世代が65歳以上になり、
若い世代は少なくなるため、5歳階級別の人口で、最も多くなる年代は65歳から69歳と
なることが見込まれます。そのため、超高齢社会への十分な対応を図る必要があります。
※団塊の世代…………  1947年から1949年における出生の急増（第一次ベビーブーム）による世代
　団塊ジュニア世代…  1971年から1974年における出生の急増（第二次ベビーブーム）による世代

ウ　神奈川の人口ピラミッド
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少子高齢化や人口減少に伴う様々な課題4
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…空き家数

…空き家率

（県政策局「平成30年住宅・土地統計調査結果」より作成）

図7  県内空き家数及び空き家率の推移（1963年から2018年）
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※各年度の空き家数の内訳は、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「二次的住宅」（別荘等）、
　「その他の住宅」となっています。

少子高齢化等の要因により、自治会・町内会等の地域コミュニティの衰退が懸念されて
います。地域におけるつながりが希薄化し、世帯が孤立すると、DV・虐待等の家庭問題
の潜在化や、災害発生時の互助・共助機能の低下などにつながる可能性があります。

神奈川の平均寿命は伸びる傾向が続いており、2020年に男性が82.04歳、女性は87.89歳
となりました。また、国の推計では、2040年に65歳である全国の男性の約4割が90歳まで、
女性の2割が100歳まで生存すると見込まれます。「人生100歳時代」の本格的な到来が予
想される中、誰もが生きがいを持ち、幸福度の高いくらしができる環境が求められています。

本格的な人口減少社会の到来により、空き家や空き地が増加する「都市のスポンジ化」が
進行していくことが想定されます。

公共交通においては、通勤通学者の減少や、運転手等の担い手不足により、さらなる減便
等が見込まれ、公共交通の確保やサービス水準の維持が困難となることが懸念されます。

ア　地域コミュニティ

イ　人生100歳時代

ウ　都市のスポンジ化
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図6  世帯数の将来推計

（県政策局作成）
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※四捨五入の関係で合計と内訳は必ずしも一致しない。
※1980年から2020年の世帯数は総務省「国勢調査」、2025年以降は県推計値。

…1世帯当たり人員 …その他の世帯 …高齢単独世帯を除く単独世帯 …高齢単独世帯

実績 推計

※2040年より先は参考値

神奈川の世帯数は、2020年には421万世帯となり、増加が続いています。県の将来世帯
推計では、2035年頃に434万世帯となりピークを迎えると見込まれています。

家族類型別に見ると、生活上のリスクが懸念される単独世帯が増加しています。また、
一人暮らしの高齢者の世帯は、2020年の50万世帯から2040年には71万世帯と1.42倍と
なるなど、大幅に増加することが見込まれます。

世帯の状況3
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図8  県内の土地利用の推移

（県政策局「令和4年度土地統計資料集」より作成）
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高度経済成長期を中心に整備されてきた都市基盤や建築物といった既存ストックの老朽
化が進んでいます。人口密度が低下するほど社会資本を効率的に運用することは難しく
なり、さらに高齢化の進行に伴い医療や介護に関する歳出の増加も見込まれることから、
自治体の住民1人当たりの財政支出は一層増加することが予想されます。なお、自治体の
行政運営においては、そうした歳出の増加や、職員数の減少が見込まれる中、財政面や
人材面から行政サービスの質やインフラを維持していくことが難しくなっていくものと
予想されます。

土地利用や水資源の状況

県内の土地利用状況（面積）は、森林が約4割と最も多く、続いて住宅地や工業用地等の宅地が
約3割を占めており、農地は1割弱となっています。

土地利用の推移を見ると、農林業的及び自然的な土地利用については、森林は近年横ばいとなっ
ているものの、農地は都市化の進展等により減少傾向となっています。一方、都市的な土地利
用については、住宅地や道路は都市基盤の整備、社会経済活動の拡大等により増加傾向となっ
ており、工業用地は2012年頃までは工場の移転等により減少していますが、その後は横ばいと
なっています。

●土地利用の傾向

県土のあり方を検討する際に考慮する必要がある土地利用や水資源の状況は、次のとお
りです。

我が国は本格的な人口減少社会を迎えており、神奈川も2021年10月に統計開始以降初めて前
年同月と比べて減少に転じてから同様の傾向が続いており、神奈川も明らかに人口減少局面に
入りました。また、少子化や高齢化も急速に進んでおり、人口の地域的な偏在も生じています。

これらを背景として、市街地においては、所有者不明土地や空き家等の増加により、土地の利用
効率の低下が懸念されるだけでなく、人口密度の低下により、土地の管理水準が低下するほか、
行政、医療・介護、福祉、商業等の都市機能の維持が困難となる恐れがあります。また、農業の
担い手減少や高齢化により、農地の管理水準の低下や荒廃農地の増加も懸念されます。

これらの課題は既に顕在化しはじめており、必要な対策を講じなければ、今後、一層状況が悪
化し、県土の荒廃だけでなく、地域社会の衰退を招く恐れがあります。

こうした状況を踏まえ、人口減少社会においては、市町村主体のまちづくりに配慮しながら、
地域活性化につながる土地利用の効率化や最適化を図るとともに、持続可能で自然と共生した
県土の適正な利用と管理に取り組んでいく必要があります。

●人口減少社会における土地利用の課題

0
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（年度）
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（万㎥／日）

（県政策局調査より作成）

図９  県内の上水道用水の需要量（１日最大取水量）の推移

県内の上水道用水の需要量（1日最大取水量）は、近年、横ばいで推移していますが、今後、県
内人口の減少等に伴い、減少傾向になると考えられます。

2023年4月現在、上水道事業者※が保有している水源量は、日量約567万㎥となっており、これ
は上水道用水の需要量の傾向を踏まえると、県民が安心して生活し、企業も安定した事業活動
ができる状態に水資源が確保されているといえます。

今後も将来にわたり、県民に良質な水が供給できるよう、水源の環境を守るとともに、水道事
業者間の多様な広域連携等を図ることにより、水資源の安定的な確保や効率的な利用が求めら
れています。
※上水道事業者… 県及び県内17市町が上水道事業者として、一般家庭や企業等に水を供給している。

●水資源の安定的な確保と効率的な利用
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図11  県内年齢階級別正規雇用比率（2022年）

（県政策局「労働力調査」より作成）
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（厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成）

図12  国内育児休業取得率（2012年から2022年）

…女性

…男性

近年、結婚・出産後も仕事をする女性は増加していますが、男性よりも非正規雇用に転
じることが多く、女性就業者の正規雇用の比率が25歳から34歳をピークに低下していく、
いわゆるＬ字カーブが課題となっています。

性別にかかわらず、育児や介護があっても仕事と家庭を両立しやすい環境づくりが求め
られており、長時間労働の是正や、テレワークの導入をはじめとする多様で柔軟な働き
方の実現が重要となっています。

また、2022年の全国の男性の育児休業取得率は、17.1％で上昇傾向にありますが、女性
の育児休業取得率の80.2％と比較すると依然として低い水準となっています。

ウ　ジェンダー平等
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図10  県内外国人数及び定住外国人数（2012年度から2022年度）

161,155

113,746

239,301

139,029

（外国人数は県国際課調べ）
（定住者数は、法務省「在留外国人統計」より作成）

人と人とが互いに理解し合い、互いの人権を尊重することは、価値観が多様化する現代
社会を生きるうえで重要となっています。

そうした中、2016年7月に起きた県立障害者支援施設での事件を契機に、県は2016年に
「ともに生きる社会かながわ憲章」を、2023年に「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条
例～ともに生きる社会を目指して～」を施行しました。2023年の県民ニーズ調査による
と「いじめや差別がなく、人権が尊重されていること」を重要であると思う人の割合は
83.1％となっており、県民の問題意識が高いことが伺えます。

県内外国人数は、2012年度に161,155人（県民の56人に1人）でしたが、2022年度には
239,301人（県民の39人に1人）となり、10年間で大きく増加しました。出身地の国・地
域数は176と多様化が進んでおり、ベトナムが年々増加し、中国に次いで2番目となって
います。また、県内の外国人労働者数は、2023年8月に在留資格「特定技能2号」の対象
分野が拡大されたことなどから、今後、一層増加することが予想されます。

ア　障がい者

イ　多文化共生

差別や偏見のない共生社会1
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図14  国内訪日外国人旅行者数（2012年から2023年）

（日本政府観光局「訪日外客統計」より作成）

（年）

全国の訪日外国人旅行者数は、2020年以降、コロナ禍の影響により落ち込みましたが、
それまで、ビザ要件の戦略的緩和や訪日外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、航空・
鉄道・港湾等の交通ネットワークの充実などを背景に増加を続けてきました。今後、人
口減少により国内の観光需要の先細りが懸念される中、インバウンド消費の拡大に期待
が寄せられています。

イ　訪日観光の状況
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（財務省「貿易統計」より作成）
※アジアには、中国（香港含む）、インド、韓国、シンガポール、台湾、インドネシア、マレーシア、
　フィリピン、タイを含む。金額は輸出額と輸入額との合計額。

図13  日本とアジア、米国、EUとの輸出入額（2000年から2021年）

…アジア計

…米国計

…EU計

近年、デジタル社会の実現に向けた取組が急速に進んでいます。5G通信の普及拡大は、
大量のデータの高速処理などを可能とし、ドローンや自動運転、画像解析、AI等をはじめ、
様々な技術の活用を加速させることが期待されます。

また、ブロックチェーン等の技術を活用してデータを分散管理するWeb3や、仮想空間
でコミュニケーションをはじめ様々な活動・体験ができるメタバースは、新たな経済的・
社会的価値の創出や、個人の活動領域の拡張など、社会に大きな変革をもたらす可能性
があるとされています。

我が国の貿易額は、今後も高い経済成長が見込まれるアジアとの輸出入額が米国やEUを
大きく上回っています。2021年にはアジアとの輸出入額が過去最高の約83兆円となるな
ど、経済的な強い結びつきがあります。

神奈川においても、三大港（横浜港、川崎港、横須賀港）の輸出入額は、対アジアが大き
な割合を占めています。

ア　経済の結びつき

デジタル化の加速2

国際競争の展開3
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図16  県内労働力（2013年から2022年）

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

（千人）

2022202120202019201820172016201520142013 （年）

6,500

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

（％）

54.8

20.0
22.1

48.7

5,885 

5,198 5,174 

5,790 

4,794 

（県政策局「労働力調査」より作成）※労働力人口及び労働力人口比率は年平均。
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…労働力人口比率（女性）

…15～64歳人口

…労働力人口比率（65歳以上）

70.0

神奈川の労働力人口は、女性の労働力人口の増加等により増加傾向が続いてきましたが、
2020年以降は横ばいとなっています。15歳から64歳人口が長期的に減少していくこと
が見込まれる中、産業における労働力不足の深刻化が懸念されています。

ウ　働き手の減少

図15  県内製造業の事業所数の推移（2011年から2020年）

（県政策局「工業統計調査」より作成）※従業員4人以上の事業所。
※2011年、2016年、2020年の数値は総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より引用。
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1980年代から2000年代にかけて、市場や効率性を重視した「新自由主義」と呼ばれる考
え方が台頭し、企業のグローバル化が進展する中、世界経済が大きく成長する一方で、
経済的格差の拡大や過度な海外依存による経済安全保障リスクの増大などの弊害が生じ
たことが指摘されています。

そうした市場原理から生じる弊害を乗り越えるため、国は官民が連携して「成長」と「分
配」の好循環の実現をめざす「新しい資本主義」を掲げ※、賃金引上げをはじめとする「人
への分配と投資」や、「科学技術・イノベーションへの重点的投資」などの方向性を示し
ました。
※ 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投資の実現～」（2022（令和4）年

6月7日）

近年、世界では急速に加速するデジタル化やサステナビリティなどへの対応の重要性が
増しており、産業構造の大きな転換が見込まれています。そうした中、我が国の製造業
の事業所数は長期的に減少傾向となっており、神奈川においても2016年から2020年ま
でに495事業所の減少となりました。

ア　市場をめぐる課題

イ　産業構造の転換

産業をとりまく変化4
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３ 自然・環境
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図17  県内温室効果ガスの排出量（1990年度から2020年度）

（県環境農政局「2020年度県内の温室効果ガス排出量（速報値）推計結果」より作成）
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世界では2050年のカーボンニュートラルをめざす動きが活発化しています。我が国でも
地球温暖化対策推進法に「2050年までの脱炭素社会の実現」が明記されました。

県内における温室効果ガスの排出量は、2013年度までは増加傾向にありましたが、2014
年度からは減少傾向となっています。

神奈川の森林面積をみると1993年度は97,347haであったのに対し、2023年度には
94,024haとなり、30年間で3,323ha減少しました。

地球温暖化をめぐる状況1

県内では新東名高速道路等の開通が予定されており、県内の交通利便性はさらに向上し
ていくものとみられます。

また、現在整備が進められているリニア中央新幹線が開業すれば、県内にも新駅が設置
される予定です。開業すると、東京－名古屋間が40分、東京－大阪間が67分で結ばれ、
東京、名古屋、大阪の三大都市圏が一体化します。域内のGDP約320兆円、人口約7,000
万人の、世界を先導する巨大経済圏が形成されることが期待されています。

脱炭素社会の実現やエネルギー安全保障の観点から、エネルギー問題を本質的に解決す
る新たな技術の実用化が期待されています。

近年、屋根だけではなく壁にも設置できるペロブスカイト等の次世代型太陽電池や、火
力発電においてCO2排出量を削減できる水素・アンモニアの混焼、都市ガスの脱炭素化
に資するメタネーション等、エネルギーにかかわる様々な新技術の研究開発が進められ
ています。

県民生活や経済活動を支える交通インフラ5

エネルギーにかかわる新技術6

94,024

2023（年度）2018201320082003
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（県環境農政局調査より作成）

図18  県内森林面積（1993年度から2023年度）
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2022年の生物多様性条約COP15では、2030年までに陸と海の30％以上を健全な生態系
として効果的に保全しようとする目標が合意されました。

近年我が国でも、里地里山の管理の担い手が不足し、資源が十分に活用されないことな
どから、国内の生物多様性の損失が懸念されています。そうした中、国は、2023年に「生
物多様性国家戦略 2023-2030」を策定し、「『2050年までに、生物多様性が評価され、保
全され、回復され、賢明に利用され、生態系サービスが維持され、健全な地球が維持され、
全ての人々にとって不可欠な利益がもたらされる』自然と共生する社会」を実現すること
をビジョンとして掲げました。

我が国の廃プラスチックの総排出量は、2021年に824万tとなっており、そのうち717万t
（87％）は有効利用されていますが、107万t（13％）は有効利用されることなく埋立等さ
れています。

また、海洋プラスチックごみは、海洋環境の悪化や海岸機能の低下などに影響を及ぼす
ことが懸念されており、2015年のG7エルマウ・サミット以降、世界全体の課題として共
有されています。2019年のG20大阪サミットでは「2050年までに海洋プラスチックごみ
による追加的汚染をゼロにまで削減する」という目標が共有され、2023年のG7気候・エ
ネルギー・環境相会合ではこの目標が2040年に前倒しされています。

生物多様性をめぐる状況2

廃プラスチックをめぐる状況3

１ くらしをとりまく問題
Ⅱ  不確実性とくらしの不安

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、ロシアによるウクライナ侵攻等の影響により、
2021年以降は、原油価格が大きく上昇するとともに、日常生活に必要な電気・ガス等の
エネルギーや食料品等の価格上昇が続きました。また、米中貿易摩擦や、各国の保護主
義的な措置といった地政学的リスクも懸念されるなど、グローバル化の進展を背景に世
界全体で不確実性が高まっています。

2020年3月、世界保健機関（ＷＨＯ）によりパンデミック（世界的大流行）が宣言された
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、医療提供体制のひっ迫のみならず、学校の臨
時休業や外出の自粛、飲食店等に対する営業時間短縮の要請等により、人の往来や企業
活動の制約等にもつながり、医療や福祉、教育等多方面に影響が及びました。

2023年4月までに世界で感染が確認された人は７億6,367万人、死亡者数は691万人とな
りました。グローバル化が進展した現代では、パンデミックは将来にわたり何度も発生
する可能性が指摘されており、その度に、特に社会的に弱い立場の方々のくらしに大き
な影響が及ぶことが懸念されます。

犯罪の認知件数は、近年、減少傾向で推移していましたが、2022年以降は増加しています。
高齢者が被害に遭いやすい特殊詐欺の発生が高止まりしているほか、先端技術を悪用し
た犯罪が年々増加傾向にあるなど、サイバー空間における脅威も深刻化しており、社会
情勢の変化に対応する対策が求められています。

また、交通事故は、発生件数、死者数ともに減少傾向にありますが、死者に占める高齢
者の割合が高くなっています。

ア　新型コロナウイルス感染症の影響

イ　犯罪や事故の状況

国際情勢の不確実性1

くらしに潜在する不安2
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県内の公立学校のいじめの認知件数の推移は、2013年度に国がいじめの認知に関する考
え方を詳細に示し、各学校が積極的に認知するようになったことも影響したことから、
増加傾向となっています。近年は、インターネットやスマートフォンの普及等に伴い、
第三者による把握が困難な、SNSを利用した「ネットいじめ」が発生するなど、いじめの
事案の複雑化・潜在化が指摘されています。

また、ヤングケアラーやひきこもり、児童虐待など子どもの健全な育成に影響する家庭
内の潜在的な問題への対応が求められています。

オ　困難を抱える子ども・若者
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（厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成）※ 2021年は、新基準の数値。

図21  国内子どもの貧困率（2003年から2021年）

我が国の「子どもの貧困率」は2021年に11.5％となっており、およそ9人に1人が貧困状
態にあるとされています。特に、子どもがいる現役世代のうち、ひとり親世帯の貧困率
が高い傾向となっています。

エ　子どもの貧困の状況
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（県警察本部「犯罪統計資料」より作成）

図19  県内刑法犯認知件数・検挙率（2013年から2023年）
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（厚生労働省「人口動態統計(確定数)の概況」、県警察本部「神奈川の交通事故」より作成）

図20  県内自殺者数と交通事故死者数(2008年から2022年)

…自殺者数

…交通事故死者数

県内の自殺者数は、2012年から減少傾向が続き、2019年には1,200人台まで減少しまし
たが、2020年には再び1,400人台に増加し、2022年は1,470人となりました。これは、交
通事故死者数の13倍となります。2022年の自殺に至る主な原因・動機は、多いものから
順に「健康問題」、「家庭問題」、「経済・生活問題」となっています。

ウ　自殺者の状況
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図23  都道府県別土砂災害発生件数（2013年から2022年累計）
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（国土交通省「過去の都道府県別土砂災害発生件数（平成15年以降）」より作成）

近年、世界では異常気象が頻発し、我が国においても記録的な大雨が次々と発生しており、
その要因として地球温暖化等による影響が指摘されています。台風についても、海水温
が高くなるほど勢力がより強くなると考えられており、2019年に発生した台風第15号及
び第19号は、県内各地に甚大な被害をもたらしました。

神奈川は、人口密度の高い都市部においても、起伏のある地形が多く、過去10年間（2013
年から2022年）の土砂災害発生件数は全国で3番目の多さとなっています。

東日本大震災から10年以上経過し、未だ復興の取組が継続する中、各地では平成28年熊
本地震や令和６年能登半島地震などが発生しており、引き続き大規模災害への備えが不
可欠となっています。

神奈川周辺では、首都直下地震、相模トラフ沿いの海溝型地震、南海トラフ地震等の
大規模地震が想定されています。今後30年以内に発生する確率は、首都直下地震では
70％、南海トラフ地震では70％から80％とされています。

２ 自然の脅威

豪雨災害の激甚化・頻発化1

大規模地震の切迫性2
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（県教育委員会「神奈川県児童・生徒の問題行動・不登校等調査」より作成）

図22  県内いじめの認知件数－神奈川県公立小・中・高・特別支援学校（2014年度から2022年度）

…小学校

…高等学校

…中学校

…特別支援学校

2023年10月における生活保護を受給している人の割合は、全国で1.63％、神奈川で
1.66％となっています。そのうち約半数は65歳以上の高齢者となっています。世帯類型
別の被保護世帯数でも高齢化の進行などを背景に、「高齢者世帯」が増加傾向にあります。

国の調査によると、日本の若者の悩みや心配ごとは、多いものから順に「お金のこと」、「自
分の将来のこと」、「就職のこと」となっています。勉強や、家族、友達といった身近なこ
とよりも、お金や自分の将来のことで悩んでおり、他国の若者と比べて、自分の将来に
ついて明るい希望を持っている人が少ない状況となっています。

カ　生活困難な高齢者
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付属資料
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付 属 資 料 付 属 資 料

新かながわグランドデザイン基本構想及び実施計画の策定経過
年月日 経　　過

2023（令和5）年
◦ 新たな総合計画の策定等について、知事から総合計画審議会会長に諮問4月17日

2023（令和5）年 ◦ 第19回計画策定専門部会
5月23日 　 「新たな総合計画の策定基本方針」（案）を審議

2023（令和5）年 ◦ 第140回総合計画審議会
6月8日 　 「新たな総合計画の策定基本方針」（案）を審議

2023（令和5）年
◦ 県議会へ「新たな総合計画の策定基本方針」（案）を報告6月29日、6月30日

2023（令和5）年
◦「新たな総合計画の策定」に関する県民意見の募集、市町村との意見交換などを実施7月12日から8月15日

2023（令和5）年 ◦ 第20回計画策定専門部会
8月10日 　 新たな総合計画「基本構想　骨子」（案）、「実施計画　骨子」（案）を審議

2023（令和5）年 ◦ 第141回総合計画審議会
8月30日 　 新たな総合計画「基本構想　骨子」（案）、「実施計画　骨子」（案）を審議

2023（令和5）年
◦ 県議会へ新たな総合計画「基本構想　骨子」（案）、「実施計画　骨子」（案）を報告9月27日、9月28日

2023（令和5）年 ◦「基本構想」及び「実施計画」の骨子に関する県民意見の募集、
　 市町村との意見交換などを実施10月16日から11月15日

2023（令和5）年
11月2日

◦ 第21回計画策定専門部会
　 「新かながわグランドデザイン（仮称）基本構想　素案」（案）、
　 「新かながわグランドデザイン（仮称）実施計画　素案」（案）を審議

2023（令和5）年
11月21日

◦ 第142回総合計画審議会
　 「新かながわグランドデザイン（仮称）基本構想　素案」（案）、
　 「新かながわグランドデザイン（仮称）実施計画　素案」（案）を審議

2023（令和5）年 ◦ 県議会へ「新かながわグランドデザイン（仮称）基本構想　素案」、
　 「新かながわグランドデザイン（仮称）実施計画　素案」を報告12月8日、12月11日

2023～2024（令和5～6）年 ◦「基本構想」及び「実施計画」の素案に関する県民意見の募集、
　 市町村への意見照会を実施12月19日から1月17日

2024（令和6）年
1月16日

◦ 第22回計画策定専門部会
　  「新かながわグランドデザイン基本構想」（案）、
　 「新かながわグランドデザイン実施計画」（案）を審議

2024（令和6）年
1月29日

◦ 第143回総合計画審議会
　  「新かながわグランドデザイン基本構想」（案）、
　 「新かながわグランドデザイン実施計画」（案）を審議

2024（令和6）年
2月13日、29日、3月1日

◦ 県議会へ「新かながわグランドデザイン基本構想」の議案を提出
　  「新かながわグランドデザイン基本構想」（案）、
　 「新かながわグランドデザイン実施計画」（案）を報告

2024（令和6）年 ◦ 第144回総合計画審議会（書面開催）
3月21日から3月25日 　 答申（案）を審議

2024（令和6）年
◦ 県議会が「新かながわグランドデザイン基本構想」の議案を議決3月25日

2024（令和6）年
◦ 総合計画審議会会長から知事に答申3月26日

2024（令和6）年 ◦  「新かながわグランドデザイン基本構想」、
　 「新かながわグランドデザイン実施計画」を決定3月28日

神奈川県総合計画審議会答申
令和6年3月26日　神奈川県知事　黒岩 祐治 様

神奈川県総合計画審議会　会長　清家 篤

令和5年4月17日に諮問を受けた総合計画の策定等について、調査、審議した結果、次のとおり答申します。

当審議会は2023年４月に知事から「基本構想」の見直し及び「実施計画」の策定について諮問を受けました。この間、県民、市町
村などの意見をはじめ、計画策定専門部会における専門的な見地からの意見なども踏まえて、調査、審議してまいりました。
今般、新たな総合計画として取りまとめられた別添の「新かながわグランドデザイン基本構想」（案）及び「新かながわグランドデザ
イン実施計画」（案）について、当審議会は全体として妥当なものと評価し、次のとおり意見を述べます。

（1）基本構想について
○ 2012年に策定された「かながわグランドデザイン基本構想」の策定から10年以上が経過し、神奈川をとりまく社会環境は、

予見されていた変化が一層進んだことに加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や国際情勢の不安定化等、当初予測し
得なかった事態に直面するなど大きく変化し、県民ニーズや県が果たすべき役割も変化したことから、「基本構想」の見直しを
図ったことは適切なものと考えます。

○ また、今後予測される将来の変化や、神奈川をとりまく不確実性を踏まえ、これまでの政策の蓄積も生かしながら、先を見
据えた「基本構想」の見直しが図られています。

（2）実施計画について
○ 人口減少局面に入り、財源や人材が先細りしていく懸念がある中、複雑化・多様化する社会課題に対応するため、より分野

横断的な視点で政策を構築したことは、適切であると考えます。
○ また、基本構想と実施計画の関係の図示や各プロジェクトの政策体系の考え方（ロジックモデル）の明示など、県民に分かり

やすく伝える工夫がなされています。
○ さらに、プロジェクトに位置付けた事業のうち地域で展開するものを５つの地域政策圏ごとに整理し、完成年度等の記載を加

えたことは、各地域圏における県の取組への理解を深めるものと考えます。

（3）計画の策定手続きについて
○ 計画策定に当たって、背景となる社会環境や関連するデータなどを示したうえで、計画策定の各段階において県民・市町村

から意見募集を行うとともに、各種会議などを活用した幅広い意見の聴取に努め、提案された意見等をできる限り計画に反
映させており、県民参加による計画づくりが行われたものと考えます。

1. 計画の評価

今後の計画の推進に当たっては、次の点に留意するよう求めます。

（1）社会環境の変化への対応
○ 2040年頃には、団塊ジュニア世代が高齢化し、神奈川の高齢者数と高齢化率はともにピークを迎え、さらには神奈川の総人

口は、900万人を下回ることが予測されます。行政分野においても予算や人材が限られる中、複雑化・多様化する社会課題に
対応するためには、様々な分野の課題解決に寄与することが期待される新たなデジタル技術を積極的に活用していくことが求
められます。なお、活用に当たっては、デジタル技術を利用できない人が取り残されないよう十分配慮する必要があります。

○ また、行政だけでなく多様な主体が課題やビジョンを共有し、それぞれの強みを生かした協働・連携を一層進め、複雑化・
多様化する様々な社会課題の解決に取り組むことが求められます。

○ さらに、持続可能な行政サービスを県民に提供していくため、県内市町村との連携をしっかりと進めていく必要があります。

（2）計画の適切な進行管理
○ 計画を着実に推進し、進行管理を行っていくため、プロジェクトに掲げた指標の動向やKPIの達成状況だけではなく、関連す

る事業の取組状況や様々な統計データなどを活用し、総合的に政策を評価していくことが必要です。
○ プロジェクトのねらいと施策との関係性を明確にしたロジックモデルは、計画の構成を分かりやすく示したものであるとともに、

効果的な進行管理に資するものであり、県の組織内でこれらのロジックモデルについて浸透を図り、政策の運営・評価に十分
に活用していくことが重要です。

○ 政策を検証し、新たな課題を発見することは、計画を次のステージに進めるためにも大切なことであり、しっかりと政策評価
を行い、その結果を生かして政策改善につなげていくことを求めます。

○ また、コロナ禍の経験を踏まえ、計画策定時に想定し得なかった事態が生じた場合は、「政策のマネジメント・サイクル」にと
らわれず、状況に応じた政策評価や柔軟な政策展開を図ることや、評価作業そのものの「費用対効果」にも留意していく必要
があります。

2. 計画の推進に当たっての留意事項
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付 属 資 料 付 属 資 料

神奈川県総合計画審議会委員名簿 2024（令和6）年3月26日現在 県民参加などの概要
会　長 清家　篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問

副会長 ※ 牛山　久仁彦
（計画策定専門部会部会長） 明治大学政治経済学部教授

※ 小池　智子 慶應義塾大学看護医療学部准教授

委　員 ※ 小野島　真 明治大学政治経済学部教授

小出　寛子 三菱電機㈱取締役、J.フロントリテイリング㈱取締役、㈱J－オイルミルズ取締役

※ 河野　英子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授

小林　隆 東海大学政治経済学部教授

清水　みゆき 日本大学生物資源科学部教授

関　　ふ佐子 神奈川大学法学部教授

伏見　清秀 東京医科歯科大学大学院医療政策情報学分野教授

松行　美帆子 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授

渡辺　真理 アナウンサー

飯塚　侑 （公社）日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会会長

上野　孝 （一社）神奈川県商工会議所連合会会頭

小泉　隆一郎 （福）神奈川県社会福祉協議会副会長

鈴木　紳一郎 （公社）神奈川県医師会副会長

田中　知巳 神奈川県消費者団体連絡会事務局長

林　　克己 日本労働組合総連合会神奈川県連合会会長

平本　光男 神奈川県農業協同組合中央会代表理事会長

※ 海原　泰江 公募委員

※ 瀧　　博明 公募委員

木村　俊雄 神奈川県町村会副会長（寒川町長）

古塩　政由 神奈川県市長会副会長（綾瀬市長）

大村　悠 神奈川県議会議員

岸部　都 神奈川県議会議員

田中　洋次郎 神奈川県議会議員

谷口　かずふみ 神奈川県議会議員

中村　武人 神奈川県議会議員

柳瀬　吉助 神奈川県議会議員

吉田　あつき 神奈川県議会議員

特別委員 ※ 海津　ゆりえ 文教大学国際学部教授

※ 国崎　信江 （一社）危機管理教育研究所代表

※ 朱　　銘江 横浜華僑総会副会長

※ 末冨　芳 日本大学文理学部教授

※ 伊達　仁人 慶應義塾大学大学院特任准教授

※ 坪谷　美欧子 横浜市立大学国際教養学部教授

※ 中西　正彦 横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授

※ 原嶋　洋平 拓殖大学国際学部教授

※ 堀越　由紀子 星槎大学共生科学部教授

※ 矢島　洋子 三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）執行役員　主席研究員

※ 山本　篤民 日本大学商学部教授

※ 米田　佐知子 子どもの未来サポートオフィス代表

※ 原　　明日香 公募委員

※ 和田　優 公募委員

前委員 池上　秀明 （公社）神奈川県医師会副会長（2023（令和5）年7月まで）
（役職名は委員就任時のもの） 大川　良一 神奈川県農業協同組合中央会代表理事会長（2023（令和5）年6月まで）

久本　卓司 （公社）日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会会長（2023（令和5）年12月まで）

吉坂　義正 日本労働組合総連合会神奈川県連合会会長（2023（令和5）年11月まで）

※は計画策定専門部会委員

計画の策定に当たって、「新たな総合計画の策定について」「骨子について」「素案について」の
それぞれの段階で県民参加（パブリック・コメント）を行い、多くの県民、市町村の皆さんから
のご意見・ご提案をいただきました。また、県民参加のほか、各種会議等で意見聴取を行いました。
いただいたご意見・ご提案については、可能な限り総合計画への反映に努めました。

１  県民参加の周知の方法
●県民参加用冊子の配布、県のたより、SNSの活用
●ホームページでの意見募集
●対話の広場や知事と当事者とのオンライン対話等で意見聴取

３  ご意見の反映状況
県民参加などのほか、各種会議等で意見聴取を行いました。皆さんからいただいたご意見・ご提
案の反映状況は、次のとおりです。なお、県民参加への対応状況をお知らせする県民参加意見整
理台帳は、県のホームページ、県政情報センター、各地域県政情報コーナーなどで閲覧できます。

【総意見数】　1,486件
分野別の内訳

分野 意見数
子ども・若者・教育 301件
健康・福祉 89件
産業・労働 186件
環境・エネルギー 134件
共生・県民生活 198件
危機管理・くらしの安心 212件
県土・まちづくり 149件
その他 217件

反映状況
反映区分 意見数

総合計画に反映しました 981件

ご意見のあった内容には既に
取り組んでいます 12件

総合計画には反映しませんが、
今後の参考とします 485件

県行政への反映はできません 0件
その他 8件

２  県民参加などの状況
【実施期間】

新たな総合計画の策定について：７月12日から８月15日

骨　子　　　　　　　　　　　：10月16日から11月15日

素　案　　　　　　　　　　　：12月19日から１月17日

【県民意見数】　1,005件

【市町村意見数】　120件

2023（令和5）年

2024（令和6）年

活字文書読上げ装置で、
情報を音声で、

聞くことができます。

音声コード

基本構想 素案 ／
実施計画 素案 〈概要版〉

新かながわグランドデザイン（仮称）

県民の皆さんからご意見・ご提案を募集します
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〒231-8588
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